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研究要旨 
労働安全衛生法は、労働災害の防止の危険防止基準の確立の一環として、第 5 章にお

いて、機械並びに危険物及び有害物に関する規制を行っている。本分担研究は、この第 5
章全体の逐条解説を目的とするものであるが、本年度は、第 37条のいわゆる特定機械等
の製造許可制に関する調査を行った。 
法第 37 条の趣旨・沿革から明らかになったこととして、本条の特定機械等については、

古いものでは明治初期から当該機械に関する災害の事例が存在しており、また、かかる
災害に対する法的な規制も様々な形で行われてきていた。そうして、1972年の安衛法制
定時には、すでにこれら特定機械等に対する製造許可制の仕組は確立されてきており、
本条はかかる現状を追認したものということができる。ただし、このことは、これら特
定機械等以外の機械について本条に基づく製造許可制を導入することを排除するもので
はないから、本条における「特に危険な作業を必要とする機械」について判断基準を確
立し、必要に応じて新たな特定機械等の追加について検討することが解釈上の課題にな
るものと思われる。 
また、法第 38条については、特定機械等が安全に設置されていることを確認するため

の各種検査が規定されている。それぞれの検査については、各特定機械等の製造および
設置における安全性を確保するためには必要不可欠であるといえよう。これら検査の具
体的内容は、特定機械等に関する規制の構造上、各安全規則に委ねられており、その安
全規則の中でさらに各特定機械ごとに検査に関する規制がほぼ同じ条文によって定めら
れている。このような条文の重複は、安衛法および各規則の全体的な視認性を著しく阻
害するものであるといえ、検査に関しては各安全規則とは別に統一的な別規則を定める
ことも検討すべきなのではないかと思われる。 
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般
への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー
ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、
適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、
規則、通達等）を、できる限り図式化して
示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な
論点に関する検討結果を記した体系書を発
刊すること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 37 条から第 54 条につ
いて、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本
体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう
えで、法学・行政学を専門とする分担研究
者が、各自、解説書、専門誌に掲載された
学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次
文献のレビューを行って執筆した文案を研
究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の
起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、
唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ
スを得て洗練させた。 
 
C．研究結果 

1 第 37条（製造の許可） 
1.1 条文 
第三十七条 特に危険な作業を必要とする
機械等として別表第一に掲げるもので、政
令で定めるもの（以下「特定機械等」とい
う。）を製造しようとする者は、厚生労働省
令で定めるところにより、あらかじめ、都
道府県労働局長の許可を受けなければなら
ない。 
2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請
があつた場合には、その申請を審査し、申
請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大
臣の定める基準に適合していると認めると
きでなければ、同項の許可をしてはならな
い。 
（平一一法八七・平一一法一六〇・平一五
法一〇二・一部改正） 
別表第一（第三七条関係） 
一 ボイラー 
二 第一種圧力容器（圧力容器であつて

政令で定めるものをいう。以下同
じ。） 

三 クレーン 
四 移動式クレーン 
五 デリック 
六 エレベーター 
七 建設用リフト 
八 ゴンドラ 
 

1.2 関連政省令 
1.2.1 施行令 
第一条 この政令において、次の各号に掲
げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。 
（中略） 
三 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボ
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イラーのうち、次に掲げるボイラー
以外のものをいう。 

イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下で使用する蒸気ボイラーで、厚
生労働省令で定めるところにより
算定した伝熱面積（以下「伝熱面
積」という。）が〇・五平方メート
ル以下のもの又は胴の内径が二百
ミリメートル以下で、かつ、その
長さが四百ミリメートル以下のも
の 

ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以
下で使用する蒸気ボイラーで、内
容積が〇・〇〇〇三立方メートル
以下のもの 

ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の
蒸気ボイラーで、大気に開放した
内径が二十五ミリメートル以上の
蒸気管を取り付けたもの又はゲー
ジ圧力〇・〇五メガパスカル以下
で、かつ、内径が二十五ミリメー
トル以上のＵ形立管を蒸気部に取
り付けたもの 

ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下の温水ボイラーで、伝熱面積が
四平方メートル以下のもの 

ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で
使用する貫流ボイラー（管寄せの
内径が百五十ミリメートルを超え
る多管式のものを除く。）で、伝熱
面積が五平方メートル以下のもの
（気水分離器を有するものにあつ
ては、当該気水分離器の内径が二
百ミリメートル以下で、かつ、そ
の内容積が〇・〇二立方メートル
以下のものに限る。） 

へ 内容積が〇・〇〇四立方メートル
以下の貫流ボイラー（管寄せ及び
気水分離器のいずれをも有しない
ものに限る。）で、その使用する最
高のゲージ圧力をメガパスカルで
表した数値と内容積を立方メート
ルで表した数値との積が〇・〇二
以下のもの 

（中略） 
五  第一種圧力容器  次に掲げる容器

（ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下で使用する容器で、内容積が〇・
〇四立方メートル以下のもの又は胴
の内径が二百ミリメートル以下で、
かつ、その長さが千ミリメートル以
下のもの及びその使用する最高のゲ
ージ圧力をメガパスカルで表した数
値と内容積を立方メートルで表した
数値との積が〇・〇〇四以下の容器
を除く。）をいう。 

イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又
は蒸気を発生させて固体又は液体
を加熱する容器で、容器内の圧力
が大気圧を超えるもの（ロ又はハ
に掲げる容器を除く。） 

ロ 容器内における化学反応、原子核
反応その他の反応によつて蒸気が
発生する容器で、容器内の圧力が
大気圧を超えるもの 

ハ 容器内の液体の成分を分離するた
め、当該液体を加熱し、その蒸気
を発生させる容器で、容器内の圧
力が大気圧を超えるもの 

ニ  イからハまでに掲げる容器のほ
か、大気圧における沸点を超える
温度の液体をその内部に保有する
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容器 
（中略） 
八 移動式クレーン 原動機を内蔵し、

かつ、不特定の場所に移動させるこ
とができるクレーンをいう。 

九 簡易リフト エレベーター（労働基
準法（昭和二十二年法律第四十九号）
別表第一第一号から第五号までに掲
げる事業の事業場に設置されるもの
に限るものとし、せり上げ装置、船
舶安全法（昭和八年法律第十一号）
の適用を受ける船舶に用いられるも
の及び主として一般公衆の用に供さ
れるものを除く。以下同じ。）のうち、
荷のみを運搬することを目的とする
エレベーターで、搬器の床面積が一
平方メートル以下又はその天井の高
さが一・二メートル以下のもの（次
号の建設用リフトを除く。）をいう。 

十 建設用リフト 荷のみを運搬するこ
とを目的とするエレベーターで、土
木、建築等の工事の作業に使用され
るもの（ガイドレールと水平面との
角度が八十度未満のスキツプホイス
トを除く。）をいう。 

十一 ゴンドラ つり足場及び昇降装置
その他の装置並びにこれらに附属す
る物により構成され、当該つり足場
の作業床が専用の昇降装置により上
昇し、又は下降する設備をいう。こ
の政令において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。 

第十二条 法第三十七条第一項の政令で定
める機械等は、次に掲げる機械等（本邦の
地域内で使用されないことが明らかな場合

を除く。）とする。 
一 ボイラー（小型ボイラー並びに船舶

安全法の適用を受ける船舶に用いら
れるもの及び電気事業法（昭和三十
九年法律第百七十号）の適用を受け
るものを除く。） 

二 第一種圧力容器（小型圧力容器並び
に船舶安全法の適用を受ける船舶に
用いられるもの及び電気事業法、高
圧ガス保安法（昭和二十六年法律第
二百四号）、ガス事業法（昭和二十九
年法律第五十一号）又は液化石油ガ
スの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律（昭和四十二年法律第百
四十九号）の適用を受けるものを除
く。） 

三 つり上げ荷重が三トン以上（スタツ
カー式クレーンにあつては、一トン
以上）のクレーン 

四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式
クレーン 

五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツ
ク 

六 積載荷重（エレベーター（簡易リフ
ト及び建設用リフトを除く。以下同
じ。）、簡易リフト又は建設用リフト
の構造及び材料に応じて、これらの
搬器に人又は荷をのせて上昇させる
ことができる最大の荷重をいう。以
下同じ。）が一トン以上のエレベータ
ー 

七 ガイドレール（昇降路を有するもの
にあつては、昇降路。次条第三項第
十八号において同じ。）の高さが十八
メートル以上の建設用リフト（積載
荷重が〇・二五トン未満のものを除

－ 506 －



  分担研究報告書（井村） 

5 
 

く。次条第三項第十八号において同
じ。） 

八 ゴンドラ 
2 法別表第一第二号の政令で定める圧力容
器は、第一種圧力容器とする。 

 
1.2.2 関連規則 
1.2.2.1 ボイラー及び圧力容器安全規則（昭

和47年9月30日労働省令第33号） 
第三条 1 ボイラーを製造しようとする者
は、製造しようとするボイラーについて、
あらかじめ、その事業場の所在地を管轄す
る都道府県労働局長（以下「所轄都道府県
労働局長」という。）の許可を受けなければ
ならない。ただし、既に当該許可を受けて
いるボイラーと型式が同一であるボイラー
（以下「許可型式ボイラー」という。）につ
いては、この限りでない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、ボイ
ラー製造許可申請書（様式第一号）にボイ
ラーの構造を示す図面及び次の事項を記載
した書面を添えて、所轄都道府県労働局長
に提出しなければならない。 
一 強度計算 
二 ボイラーの製造及び検査のための設

備の種類、能力及び数 
三 工作責任者の経歴の概要 
四 工作者の資格及び数 
五 溶接によつて製造するときは、溶接

施行法試験結果 
 

1.2.2.2 クレーン等安全規則（昭和 47 年 9
月 30日労働省令第 34号） 

第三条 2 クレーン（令第十二条第一項第三
号のクレーンに限る。以下本条から第十条
まで、第十六条及び第十七条並びにこの章

第四節及び第五節において同じ。）を製造し
ようとする者は、その製造しようとするク
レーンについて、あらかじめ、その事業場
の所在地を管轄する都道府県労働局長（以
下「所轄都道府県労働局長」という。）の許
可を受けなければならない。ただし、すで
に当該許可を受けているクレーンと型式が
同一であるクレーン（以下この章において
「許可型式クレーン」という。）については、
この限りでない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、クレ
ーン製造許可申請書（様式第一号）にクレ
ーンの組立図及び次の事項を記載した書面
を添えて、所轄都道府県労働局長に提出し
なければならない。 
一 強度計算の基準 
二 製造の過程において行なう検査のた

めの設備の概要 
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及

び経歴の概要 
 

1.2.2.3 ゴンドラ安全規則（昭和 47 年 9 月
30日労働省令第 35号） 

第二条 ゴンドラを製造しようとする者
は、その製造しようとするゴンドラについ
て、あらかじめ、その事業場の所在地を管
轄する都道府県労働局長（以下「所轄都道
府県労働局長」という。）の許可を受けなけ
ればならない。ただし、すでに当該許可を
受けているゴンドラと型式が同一であるゴ
ンドラ（以下この章において「許可型式ゴ
ンドラ」という。）については、この限りで
ない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、ゴン
ドラ製造許可申請書（様式第一号）にゴン
ドラの組立図及び次の事項を記載した書面
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を添えて、所轄都道府県労働局長に提出し
なければならない。 
一 強度計算の基準 
二 製造の過程において行なう検査のた

めの設備の概要 
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及

び経歴の概要 
 

1.3 趣旨と内容 
1.3.1 趣旨 
安衛法は、危険な作業を必要とする機械

等や有害物について、利用に供されるよう
になってから安全衛生上の対策を講じるよ
りも、製造・流通の段階で必要な措置をと
っておく方がより効果的であるとの観点か
ら、第 5 章においてそのような機械、危険
物および有害物について所要の規制を加え
ることとしている 3。第 37 条は、このうち
特に危険な作業を必要とする機械等の製造
をしようとする者に対して、都道府県労働
局長の許可を受けることを義務づけ（第 1
項）、また労働局長が許可を行うにあたって
は、当該機械等の構造等が厚生労働大臣の
定める基準に適合していることを要すると
定めている（第 2 項）。第 37 条の規制の対
象となるのは、機械等を使用する事業者で
はなく、当該機械等の製造者である。 
同条にいう特に危険な作業を必要とする

機械等については、法の別表第一にボイラ
ー、クレーン、エレベーター、ゴンドラな
ど 8 種の機械が指定され、さらに安衛法施
行令第12条1項でその対象となる機械が明
示される（以下では特定機械等と略す）。こ
れら特定機械等については、省令で安全規
則が、また告示で構造規格 4がそれぞれ制定
されている。これらの機械については、欧

米諸国においても古くから構造上の要件が
定められており、また製造から設置・使用
について検査制度が設けられていることか
ら、わが国でも同様に規制の対象となった
ものと考えられる 5。 
また、本条については、安衛法制定後に

地方分権推進法（平成 11 年法律第 87 号）
により、製造許可申請書の提出先機関が都
道府県労働基準局長から都道府県労働局長
へと変更された。これ以外にも 2 度の改正
を経ているが 6、いずれも軽微な改正にとど
まっており、法の構造を大きく変更するよ
うな改正は行われていない。 

 
1.3.2 内容 
第 37 条による製造許可が要求される特

定機械等については、そのいずれについて
も安衛法制定以前に安全規則の策定が行わ
れており、その中で構造規格に基づく製造
許可の仕組が確立されていた。第 37 条は、
安衛法制定当時に特に危険と認識されてい
た特定機械等への規制がほぼそのまま立法
化されたものであるといえよう（各機械に
対する規制の沿革については後述する）。こ
の点を踏まえつつ、第 37条の内容について
解説していく。 

 
1.3.2.1 「特に危険な作業を必要とする機

械」 
第 37 条については、法制定時から現在に

至るまで法改正による新たな機械の追加は
行われていない。そうすると、第 37 条にい
う「特に危険な作業を必要とする機械」と
は、現状の 8 種類の特定機械等を指すもの
と解すれば十分なように見える。しかし、
これら特定機械等について、安衛法が「特
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に危険な作業を必要とする機械」と一般的
な文言を持って定義している以上、法の適
用対象となる機械が他に存在する可能性は
否定できない。そこで、この条文上の文言
に基づく第 37 条の適用対象となる機械の
判断基準について若干の検討を行うことに
する。 
第 37 条の「特に危険な作業を必要とする

機械」との文言は、そのまま解釈すれば労
働者による「危険な作業」に重点が置かれ
ているようであり、機械それ自体の問題で
はないようにも読める。しかし、そのよう
な作業を必要とする機械を規制の対象とし
ている以上、機械自体の危険性も当然に含
むものと解すべきであろう。 
また、後述するように特定機械等による

災害については、① ボイラー破裂事故に典
型的であるが、当該機械における災害の発
生が労働者の身体・生命の危険に直結して
いる、② クレーン倒壊やゴンドラ墜落など、
その作業場所との関連で、当該機械による
災害の発生が当該作業に従事している労働
者のみならず、一般人を巻き込む可能性が
ある、③ 災害の発生原因が、機械の構造的
な欠陥あるいは不十分な理解に基づく機械
の使用によることが多い、といった点にそ
の特徴を見ることができる。 
これらの点を考え合わせると、「特に危険

な作業を必要とする機械」とは、当該機械
による災害の発生が労働者・一般人の生命
への危険をもたらす蓋然性が高い機械のう
ち、その災害の発生原因が機械の構造上の
欠陥または機械の作業方法の不備のいずれ
か若しくはその両方によることが経験則上
明らかな機械と解釈することができよう。
そうすると、本条は、機械の構造上の欠陥

の根絶を製造の許可制を通じて行い、それ
に加えて第 61 条およびその関連規定によ
り講習受講または資格取得をしていない者
の就業を制限することにより、当該機械の
使用にかかる安全を確保しようとするもの
と解することができよう。 

 
1.3.2.2 「製造しようとする者」 
本条の規定に基づく製造許可を受けるべ

き者は、個々の特定機械等を実際に製造し
ようとする者であるが、関連規則にて明ら
かなように、すでに許可を受けている特定
機械等と同一の型式のものを製造する場合
には、個々の機械の製造ごとに許可を得る
必要はない（ボイラー則第 3 条 1 項但書、
クレーン則第 3 条 1 項但書、ゴンドラ則第
2 条 1項但書）。この場合の「同一の型式」
については、特定機械等の種類により求め
られる要件が異なっており、ボイラーおよ
び圧力容器に関しては、種類、主要材料、
工作方法について同一性が求められるのに
対し（昭和 47年 9月 18日基発第 597号）、
クレーンおよびゴンドラは、種類、構造部
分の材料および形状、能力（つり上げ荷重、
積載荷重）、工作方法について同一性が必要
である（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 598 号
（クレーン等）昭和 47 年 9 月 18 日基発第
599 号（ゴンドラ））。 
また、ボイラーに関しては、廃止された

ボイラーを改修する場合にも「製造しよう
とする者」に含まれる。この場合における
改修とは、ボイラーの胴若しくは管寄せの
3 分の 1 以上、鏡板若しくは管板の全部、
または炉筒若しくは火室の全部を改修する
場合が該当する（昭和 34年 2 月 19 日基発
第 102 号）。 
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このほか、複数の製造事業者が共同で特
定機械等を製造する場合には、各々が「製
造しようとする者」に該当することになる
ため、それぞれの製造分担を明らかにし、
主たる部分を製造する者を所轄する都道府
県労働局庁に共同申請しなければならない
（昭和 34 年 2月 19日基発第 102 号）。 
クレーンのように部品を運んで現地で組

み立てて使用する機械については、主要な
構成部分を製造する者が本条にいう「製造
しようとする者」に該当する。 

 
1.3.3 特定機械等の定義 
第 37 条の適用に当たっては、製造許可の

対象となる特定機械等がどのようなもので
あるかが問題となるが、この点に関しては、
安衛法施行令に具体的な定義が置かれてい
る。この規定を踏まえつつ、それぞれの機
械の定義を確認しておく 7。 

 
1.3.3.1 ボイラー 
一般にボイラーとは、燃料を使用して水

を熱することによって温水や蒸気を発生さ
せる装置をいう。現行の安衛則上、ボイラ
ーは、発生させる物質及び製造の原料によ
って分類されている。 
（1） 発生物質による分類 
蒸気ボイラーは、燃焼ガスまたは電気に

より、水又は熱媒を加熱して、大気圧を超
える圧力の蒸気を発生させてこれを他に供
給するものである。旧ボイラー則によれば、
ボイラー本体のほか付設された過熱器およ
び節炭器（ボイラーの廃熱を利用して給水
を加熱する装置。エコノマイザともいう）
も含むものとされている。 
また、温水ボイラーは、燃焼ガス等また

電気により、圧力を有する水または熱媒（熱
を移動させるために用いられる流体）を加
熱してこれを他に供給する装置をいう。 
（2） 製造原料・構造による分類 
ボイラーは、その製造原料により鋼製ボ

イラー（鋼鉄により製造されたもの）と鋳
鉄製ボイラー（鋳鉄製のセクションと呼ば
れる部品を組み合わせて製造されたもの）
に区分される。鋼鉄ボイラーは、さらにそ
の構造によって丸ボイラー（水を満たした
缶を主体としたボイラー）、水管ボイラー
（伝熱部が水管になっているボイラー）に
大分することができる。安衛法施行令第 1
条第 3 号ホにある貫流ボイラーとは、水管
ボイラーの一種で、缶体内に長い水管を設
置し、その一端から注入された水を循環さ
せずに熱して気水分離器によって水と蒸気
に分離させるものである（ボイラーの構造
図については、図 1 から図 4を参照 8）。 
法 37 条の製造許可を要するボイラー（小

規模ボイラー）は、安衛法施行令 1 条 3 号
により、一定以上の伝熱面積、最高使用圧
力、胴の内径および内容積をもつものとさ
れている（安衛法上のボイラーの区分につ
いては図 5 から図 9を参照 9）。 

 
1.3.3.2 第一種圧力容器 
第一種圧力容器は、その中に入っている

ものが大気圧の沸点を超える温度の液体
（飽和液）と定義されており、気体（ガス）
である第二種圧力容器と区別されている。
この理由は、破裂した場合における被害の
相違であり、第一種圧力容器の場合、圧を
かけて液体になっているものが一気に蒸発
して気体に変化し膨張するために被害が大
きいことからより厳しい規制が必要とされ
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ており、法 37 条の製造許可の対象となるの
も第一種圧力容器のみである。第一種圧力
容器の定義は施行令第 1 条第 5 号に定めら
れており、一定以上の最高使用圧力、胴の
内径、内容積をもち、容器内の圧力が大気
圧を超える容器のうち、① 蒸気により固体
や液体を加熱する容器、② 化学反応、原子
核反応その他の反応によって蒸気が発生す
る容器、③ 液体の成分を分離するために当
該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容
器が製造許可の対象となっている（安衛法
上の圧力容器の区分については図 10 およ
び図 11 を参照 

10）。 
 

1.3.3.3 クレーン 
クレーンは、荷を動力を用いてつり上げ、

これを水平に運搬することを目的とする機
械装置のうち、移動式クレーンおよびデリ
ック以外のものをいう。機械としてのクレ
ーンは、荷のつり上げに動力を使用するこ
とが要件となっており、水平移動について
は動力を使用していなくてもよい。 
クレーンには、様々な構造、形状のもの

があり、クレーン則において分類表が作成
されているが、法 37条の製造許可を要する
クレーンは、つり上げ荷重（クレーンにお
いて構造・材質に応じて負荷させることの
できる最大の荷重）が 3 トン以上（スタッ
カークレーンについては 1 トン以上）のも
のとされている（安衛法施行令第 12 条第 3
号）。以下では、表 3 に基づいて主なクレ
ーンの種類について記述する（より具体的
分類については表 4 を、また構造図につい
ては図 12 から図 17 を参照 11）。 
（1） 天井クレーン 
天井クレーンは、建物の両側の壁に沿っ

て設けられたランウェイ（走行軌道）にガ
ーダ（桁）を渡し、そこに巻上装置を置い
たものである。巻上装置の相違によりホイ
スト式（原動機、減速装置、ドラム等を一
体にまとめた巻上装置をガーダの下に設置
する）、トロリ式（ガーダの上にトロリ（台
車）を設置し、そこに巻上機を設置する）
などに分類される。 
（2） ジブクレーン 
ジブクレーンは、ジブ（クレーンの竿の

部分）を有し、その先端の滑車に巻上用の
ワイヤロープを通して荷をつり上げるもの
である。 
その形状により、つち型クレーン（塔状

の構造物の上に水平のジブを乗せた形状の
もの）、引き込みクレーン（ジブを起伏させ
ても吊り荷が上下に移動せずに水平に移動
する形状のもの）、壁クレーン（ジブを壁に
設置したもの）に分類される。 
（3） 橋形クレーン 
橋形クレーンは、天井クレーンの両端に

に脚を設置し、地上または床上に設けたレ
ールの上を走行する形状のものである。天
井クレーンと同様に、ホイスト式、トロリ
式などにさらに分類される。 
（4） アンローダ 
アンローダは、船やはしけから、ばら物

（穀物、砂、石炭等）を専門に陸揚げする
もであり、つり具にグラブバケット（開閉
動作によって荷をつかむ装置）が取り付け
られ、陸揚げしたばら物を移動するための
ホッパー（陸揚げしたばら物の一時的な貯
蔵装置）とコンベヤが組み込まれている。 
（5） ケーブルクレーン 

2 つの塔の間にメインロープを張り、そ
の上をトロリが横行する形式のクレーンで
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ある。塔の形状により、固定ケーブルクレ
ーン（両側の塔が固定されているもの）、走
行ケーブルクレーン（塔が走行するもの）、
橋形ケーブルクレーン（橋形の構造物にケ
ーブルを張ったもの）に分類される。 
（6） テルハ 
テルハは、巻上げとレールに沿った移動

（横行）のみを行うクレーンである。通常
は、工場や倉庫塔の天井に I 形鋼の梁を設
置し、そこに電気ホイストや電気チェーン
ブロックを吊り下げたものである。 
（7） スタッカークレーン 
スタッカークレーンは、直立したガイド

フレームに沿って上下動するフォーク（荷
台）を設置し、フォーキング（フォークの
出し入れ）により棚にある荷の出し入れを
行うクレーンであり、倉庫などに設置され
ることが多い。 
スタッカークレーンには、普通型スタッ

カークレーン（運転台または運転室が荷の
昇降と共に昇降する）と、荷昇降式スタッ
カークレーン（運転台は昇降せずに荷のみ
が昇降する）とに分類される。 

 
1.3.3.4 移動式クレーン 
移動式クレーンとは、安衛法施行令第 1

条第 8 号によれば、「原動機を内蔵し、かつ
不特定の場所に移動させることができるも
の」と定義されている。 
移動式クレーンは、クレーン装置である

上部旋回体と移動するための下部走行体で
構成されており、下部走行体の形態により
いくつかの種類に分類されている（各移動
式クレーンの形態については、図 18 から
図 23を参照 12）。 
これらの移動式クレーンのうち、法 37 条

の製造許可を要するのは、つり上げ荷重が
3 トン以上のものである（安衛法施行令第 1
2 条第 4 号）。 
（1） トラッククレーン等 
トラッククレーンは、通常のトラックの

シャシーにクレーン装置を架装した移動式
クレーンである。このように下部走行体が
車輪または鉄軌道により構成されている形
式の移動式クレーンとしては、トラックク
レーンのほかに、クローラークレーン（下
部走行体がクローラー（キャタピラー）と
なっているもの）、ホイールクレーン（タイ
ヤ付の車軸に支えられた台車の上にクレー
ン装置を架装し、1 つの運転室で走行とク
レーン作業を行うもの）、ラフテレーンクレ
ーン（四輪駆動・四輪操舵により悪路や隘
路での走行とクレーン作業を可能とするも
の）、鉄道クレーン（いわゆる操重車であり、
クレーンを架装した鉄道車両である）など
がある。 
（2） 浮きクレーン 
浮きクレーン（起重機船）は、浮力のあ

る箱形の台船にクレーン装置を架装した移
動式クレーンであり、主に港湾における揚
貨装置として利用されている。 

 
1.3.3.5 デリック 
デリックは、「荷を動力を用いてつり上げ

ることを目的とする設備であつて、主柱又
はブーム並びにつり上機構及びこれらに附
属する物により構成されるもの」をいう（昭
和 47 年 9 月 18 日基発 602 号）。クレーン
とは違い、つり荷の水平移動は要件に含ま
れていないため、水平移動が可能なデリッ
クとそうではないデリックとが混在してい
る（各デリックの構造図は、図 24 および
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図 25を参照 13）。 
（1） ガイデリック 
ガイデリックは、直立したマストの根元

にブームを結合し、マストの上部に 6 本以
上のロープ（ガイロープ）を張ってその先
端をアンカーに固定して設置する。巻上げ
等の動作は、本体から離れた位置に設置さ
れたウインチで行われる。 
（2） スチフレッグデリック 
スチフレッグデリックは、直立したマス

トの先端をロープではなく 2 本のステー
（スチフレッグ）と呼ばれる脚で後方から
支え、マストの根元にマストよりも長いブ
ームを結合している。巻上げ等の動作はガ
イデリックと同様に離れたところに設置さ
れたウインチによって行われる。 

 
1.3.3.6 エレベーター 
エレベーターとは、「人及び荷をガイドレ

ールに沿って昇降する搬器にのせて、動力
を用いて運搬することを目的とする設備」
のことをいう（昭和 47 年 9 月 18 日基発 6
02 号）。安衛法上は、このようなエレベー
ターのうち、荷のみを運搬するものを簡易
リフトと建設用リフトとに分類し、搬器（人
や荷などを積載して運搬する容器）の積載
重量、設置区分およびガイドレールの高さ
に応じて法規制を行っている（エレベータ
ー、簡易リフト、建設リフトの相違につい
ては、表 5 を参照）。 
簡易リフトは、安衛法施行令第 1 条第 9

号により、労基法別表第一の第 1 号から第
5 号に掲げる事業（製造業、鉱業、土木建
築業、貨物運送業、港湾貨物事業）におい
て使用される荷のみを運搬することを目的
としたエレベーターのうち、搬器の床面積

が 1 平方メートル以下かその天井の高さが
1.2メートル以下のものである。 
法 37 条に基づく製造許可を要するのは、

これらのエレベーターおよび簡易リフトの
うち、積載荷重が 1 トン以上のものである。 

 
1.3.3.7 建設用リフト 
建設用リフトは、安衛法施行令第 1 条第

10 号により、荷のみを運搬するエレベータ
ーで、土木、建築等の工事の作業のために
設置・使用されるものである。搬器の大き
さについては特に定めはないため、搬器の
大きさが上記の簡易リフトに相当するのも
のであっても、土木、建築等の工事の作業
のために設置されたものであれば、安衛法
上は建設用リフトに該当する。なお、当該
工事の作業のために設置されるリフトのう
ち、ガイドレールと水平面との角度が 80 度
未満のスキップホイスト（巻上機で上昇さ
せた容器を上端で反転させて運搬物を排出
する装置）についてはコンベアに相当する
ため建設用リフトには該当しない。 
これらの建設用リフトのうち、法 37条に

基づく製造許可を要するのは、積載重量が
0.25 トン以上で、ガイドレールの高さが 18
メートル以上のものである。 

 
1.3.3.8 ゴンドラ 
ゴンドラとは、「つり足場及び昇降装置そ

の他の装置並びにこれらに附属する物によ
り構成され、当該つり足場の作業床が専用
の昇降装置により上昇し、又は下降する設
備」をいう（安衛法施行令第 1条第 11 号）。 
ゴンドラについては、人が乗ることが前

提となっているため、労働者の安全の観点
から、すべてのゴンドラが積載荷重に関わ
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りなく、本条の製造許可の適用を受けるも
のと解される。 
また、ゴンドラについては、ゴンドラ則

上、特に構造上の分類等はなされていない
が、ゴンドラの作業床をつる形式により、
アーム固定型、アーム俯仰型、懸垂型など
に分けることができ、また昇降装置の走行
の有無やその形式などによってもさまざま
な種類のゴンドラが存在している。 

 
1.3.4 罰則 
本条の規定に基づく製造許可を受けずに

特定機械等を製造した者に対して、法第 11
7 条により 1 年以下の懲役または 100 万円
以下の罰金に処せられる。 

 
1.4 関連規定 
1.4.1 ボイラーおよび圧力容器 
本条に基づく安衛法施行令第 12 条では、

ボイラーおよび第一種圧力容器に関して、
別法による規制を受けるものについては安
衛法上の特定機械等の範囲には含まれない
ことを明言している。 
このほか、安衛法施行令第 12 条第 1 項第

1 号には、簡易ボイラー14、小型ボイラー15の
ほか、船舶安全法に基づき船舶に設置され
るボイラーや、電気事業法に基づく発電ボ
イラーが第 37 条の製造許可の適用が除外
されるボイラーの類型として挙げられてい
る 16。 
また、ボイラーの場合と同様に、（簡易）

容器 17、小型圧力容器 18、船舶安全法およ
び電気事業法に基づく圧力容器のほか、高
圧ガス保安法に基づく特定設備、ガス事業
法に基づく容器や配管、導管、液化石油ガ
スの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律（液石法）に基づく容器については製
造許可の対象から除外されている 19。 

 
1.4.2 エレベーター 
エレベーターに関しては、労基法別表第

一第 1 号から第 5 号以外の事業場や主に一
般公衆の用に供されるエレベーター、また
は船舶安全法に基づく船舶に設置されたエ
レベーターについては本条の製造許可を要
しないが、前二者のエレベーターについて
は、建築物に附属する設備として建築基準
法により構造や防火等に関する規制が行わ
れている。 
なお、建築基準法は、建築基準法施行令

第 129 条の 3 以下に定める構造上の基準を
満たしているものについて、国交相による
形式適合認定（建築基準法第 68 条の 10）
および型式部材等製造者認証（同法第 68条
の 11）を受けることができるとされている
が、これは標準設計仕様が構造上の基準を
満たしていることの認定であり、安衛法に
基づく製造許可とは異なるものと解される。 

 
1.5 沿革 
1.5.1 法制史 
第 37 条による規制対象となる特定機械

等については、上記のとおり古くから構造
上の要件が定められていた。以下では、機
械ごとに、安衛法制定以前の法規制状況に
ついて概観する。 

 
1.5.1.1 ボイラー及び圧力容器 
汽罐汽
機取締
規則 

○汽罐汽機取締規則（明治 27
年 4月 26 日警視庁令第 24 号）
第 1 条「汽罐並汽機ヲ設置セン
トスル者ハ其定著（ていちゃ
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く：定着）ニ係ルモノハ据付前
其可搬（かはん：移動可能なこ
と）ニ係モノハ使用前願書ニ左
ノ事項ヲ添付シ所轄警察署又ハ
警察分署ヲ経テ警視庁ニ願出免
許ヲ受クヘシ其増設変更ヲ為サ
ントスルトキ亦同シ但此場合ニ
於テハ其増設変更ニ関スル事項
ノ他添附スルヲ要セス」 

工場法 ○工場法（明治 44年 3月 29 日
法律第 46 号）第 13 条「行政官
廳（かんちょう：官庁）ハ命令
ノ定ムル所ニ依リ工場及附属建
設物竝設備カ危害ヲ生シ又ハ衛
生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞
アリト認ムルトキハ豫防（よぼ
う：予防）又ハ除外ノ爲必要ナ
ル事項ヲ工場主ニ命シ必要ト認
ムルトキハ其全部又ハ一部ノ使
用ヲ停止スルコトヲ得」 

汽罐取
締令 

○汽罐取締令（昭和 10年 4 月 9
日内務省令第 20 号）第 6条「汽
罐ハ罐體（かんたい：缶体：ボ
イラーのボディーのこと）検査
ニ合格シタルモノニ非ザレバ之
ヲ設置スルコトヲ得ズ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22年 4 月 7
日法律 49号）第 46条第 2項「特
に危険な作業を必要とする機械
及び器具は、予め行政官廳の認
可を受けなければ、製造し、変
更し、又は設置してはならな
い。」 
○労働安全衛生規則（昭和 22
年 10月 31 日労働省令第 9 号）
第 37 条第 1 項「溶接による汽罐

又は特殊汽罐は、法第四十六條
第二項の規定により、予め労働
省労働基準局長の認可を受けな
ければ、これを製造してはなら
ない。」 
○ボイラ及び圧力容器安全規則
（昭和 34年 2月 24日労働省令
第 3号）第 3 条第 1項「ボイラ
（小型ボイラを除く。以下この
章において同じ。）を製造しよう
とする者は、あらかじめ、その
事業場の所在地を管轄する都道
府県労働基準局長（以下「所轄
都道府県労働基準局長」とい
う。）の許可を受けなければなら
ない。」 

 
明治期の工場関係の規制は、各府県にお

いて警察を中心とする行政官庁による取締
により行われており、ボイラーに関する規
制については、東京では 1877（明治 10）
年の警視庁布達（明治 10年 11月 21 日甲 6
0 号布達）を端緒とし、1889（明治 22）年
には警視庁令による汽罐及汽機取締規則
（明治 22 年 5 月 29 日警察令第 21 号）が
制定された。その後、同規則を全面改正し
た汽罐汽機取締規則（明治 27 年 4 月 26 日
警視庁令第 24 号）の制定後、原動機（ボイ
ラー、石油機関、ガス機関）に対する規制
として原動機取締規則（大正 14 年 11 月 26
日警視庁令第 51 号）となり、最終的には昭
和 7 年の汽罐取締規則（昭和 7 年 6 月 16
日警視庁令第 16 号）による規制へと移行し
た。いずれの規則においても、汽罐汽機の
設置許可を定めるとともに、汽罐の構造や
検査に関する規定が設けられていた。 
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また、1911（明治 44）年に制定された工
場法は、第 13 条において、適用対象となる
工場に対して、危険予防の見地から行政官
庁による取締の権限を認めていた。もっと
も、工場法施行令第 40条によれば、各府県
において制定された各取締規則は、工場法
に抵触しない限りにおいて有効とされてい
たため、取締規則は工場法施行後も引き続
き効力を有していたものと考えられる。 

1935（昭和 10）年に制定された汽罐取締
令は、各府県による取締規則に基づいて実
施されるボイラーの取締および機械の検査
は、統一的な基準がないがゆえに形式的な
ものとならざるを得ないとの批判を受けて、
業界団体からの要望等も踏まえて内務省令
として制定されたものである。本取締令は、
規制対象となるボイラーの定義（第 1 章）、
構造規格（第 2 章）、設置基準（第 3 章）、
取扱責任者（汽罐士、汽罐取扱主任者）（第
4 章）等について規制を設け、ボイラーの
缶体検査を設置手続と切り離し、缶体検査
に合格していないボイラーの設置を禁止し
た。その上で、取締令第 25 条において、ボ
イラーの製造に関し、「汽罐ハ告示ヲ以テ別
一定ムル法上ノ要件具備シタルモノナルコ
トヲ要ス」と定め、汽罐構造規格（昭和 10
年 4 月 9日内務省告示第 204 号）に適合す
るように製造することを義務づけていた。
もっとも、構造規格に関する規定が設けら
れたとはいえ、本取締令は、製造者に対し
て設計段階における規制を行うことを目的
としたものではなく、あくまで設置される
ボイラーを対象とするものであったこと、
他方、缶体検査の受検義務者を規定してい
ないことから製造者以外の設置者や販売者
が受けることも可能であったため、現代の

製造許可とは異なる規制の仕組みとなって
いた。 

1947（昭和 22）年に制定された労働基準
法は、その制定当初、第 5 章に「安全及び
衛生」を設け、第 46 条第 2 項にて「特に危
険な作業を必要とする機械及び器具」に関
する製造・変更・設置の認可制を定めてい
た。これを受けて、同年 10 月に制定された
安全衛生規則（以下では旧安衛則とする）
は、労働基準局長による製造の許可制を設
けたが、これはボイラーの高圧化の要請に
伴い、溶接を必要とするボイラーの製造を
認可することを目的とするものであった 20。
その後、ボイラーおよび圧力容器の利用範
囲が拡大し、高温、高圧のボイラーの需要
が増加するなど、ボイラーの構造、使用材
料、製造技術が著しく進歩してきたことか
ら、1959（昭和 34）年に旧安衛則から独立
してボイラ及び圧力容器安全規則（以下で
は旧ボイラー則とする）が制定され、すべ
てのボイラーおよび圧力容器に対して製造
の許可制が定められるようになり、旧安衛
則の当該規定は削除された 21。現行のボイ
ラー及び圧力容器安全規則は、1972（昭和
47）年の安衛法制定に伴い、旧ボイラー則
を全面的に改定したものである。 

 
1.5.1.2 クレーン・デリック・エレベータ

ー・リフト 
土木建
築工事
場安全
及衛生
規則 

○土木建築工事場安全及衛生規
則（昭和 12 年 9 月 30 日内務省
令第 41号）第 20 条「事業主ハ
捲揚（まきあげ）装置（斜面軌
道捲揚装置及昇降機、起重機（き
じゅうき：クレーンやデリック
のこと）其ノ他ノ揚重機（よう
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じゅうき：クレーン、エレベー
ター等重量物を持ち上げる機械
のこと）ヲ含ム 以下ニ同ジ）
ニシテ材料ノ捲揚運搬ニ専用ス
ルモノニ付テハ第十八條第一號
及第四號乃至第六號竝ニ左ノ各
號ノ規定ヲ遵守スベシ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22年 4 月 7
日法律第 49 号）第 46 条第 2項
「特に危険な作業を必要とする
機械及び器具は、予め行政官廳
の認可を受けなければ、製造し、
変更し、又は設置してはならな
い。」 
○クレーン安全規則（昭和 37
年 7月 31 日労働省令第 16 号）
第 3条第 1項「クレーン（つり
上荷重が三トン未満のものを除
く。以下この条から第八条まで、
第十三条並びにこの章第四節及
び第五節において同じ。）を製造
しようとする者は、その製造し
ようとするクレーンについて、
あらかじめ、その事業場の所在
地を管轄する都道府県労働基準
局長（以下「所轄都道府県労働
基準局長」という。）の認可を受
けなければならない。ただし、
すでに当該認可を受けているク
レーンと型式が同一であるクレ
ーン（以下この章において「認
可型式クレーン」という。）につ
いては、この限りでない。」 

 
クレーン（起重機）に関する規制は、昭

和初期の新聞記事によれば、建設現場にお

ける倒壊事故などへの対応として市街地建
築物法（現在の建築基準法の前身）あるい
は警察等の取締規則による規制が試みられ
ていたようであるが、具体的な規制内容に
ついては明らかではない 22。その後、1931
（昭和 6）年に工場鉱山以外の危険な事業
に従事する労働者への業務上の災害に対す
る扶助を目的として、労働者災害扶助法（昭
和6年4月1日法律第54号）が制定された。
同法第 1 条 1 項 2 号では、その適用対象と
なる事業の一つに「土木工事叉ハ工作用ノ
建設、保存、修理、變更若ハ破壊ノ工事」
が挙げられており、それを根拠として労働
者の安全の確保のために危険予防の見地か
ら 1937（昭和 12）年に土木建築工事場安
全及衛生規則が制定され、起重機および労
働者が搭乗可能な昇降機（エレベーター）
に関する規制が設けられた。その当時の起
重機として利用されていた機械の多くはデ
リックであり、上記規則による起重機規制
も、つり上げ重量が 2 トン以上のガイデリ
ックを対象とするものであった（同規則第
20 条 3 号）。また、旧安衛則第 327 条にお
いては、巻上能力 3 トン以上の起重機（第
1 号）、つかみ能力 0.5 トン以上のグラブバ
ケット付起重機（第 2 号）、主柱又はブーム
の長さ10メートル以上の起重機（第3号）、
巻上能力 2 トン以上のガイデリック又は足
付デリック（第 4 号）、高さ 15 メートル以
上のコンクリート用エレベーター（第 5 号）、
積載能力 2 トン以上の人荷共用又は荷物用
のエレベーター（第 6 号）を揚重機と定義
した上で、これらの設置認可に関する規制
を行っていた。 
その後、1950 年代以降の高層ビル建築に

てデリックに代わりタワークレーンの利用
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が一般化するなど、高度成長期における技
術革新の進展、工事の大規模化などに伴っ
て、クレーンや建設用リフト等の果たす役
割が非常に大きくなったのに比例して、デ
リック、建設用リフト等の倒壊、物体の落
下等による労働災害が増加したことから 23、
それへの対策として旧安衛則の規程を全面
改正して単独の規則として 1962（昭和 37）
年にクレーン等安全規則（旧クレーン則）
が制定され、その中で初めて製造に関する
許可制が定められるようになった。クレー
ンの製造が認可制となるべき根拠としては、
「近時クレーンの応用範囲の拡大にともな
い、特殊な構造及び用途を有するクレーン
が続出し、しかも一部にはある程度見込生
産化する傾向にあるが、クレーン等の安全
を保持するためには、設計及び工作の過程
において一定の基準によらしめる必要があ
る」と説明されている 24。 

 
1.5.1.3 ゴンドラ 
労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22年 4 月 7
日法律第 49号）第 46条 2項「特
に危険な作業を必要とする機械
及び器具は、予め行政官廳の認
可を受けなければ、製造し、変
更し、又は設置してはならな
い。」 
○ゴンドラ安全規則（昭和 44
年 10月 1日労働省令第 23 号）
第 2条第 1項「ゴンドラを製造
しようとする者は、その製造し
ようとするゴンドラについて、
あらかじめ、その事業場の所在
地を管轄する都道府県労働基準
局長（以下「所轄都道府県労働

基準局長」という。）の認可を受
けなければならない。ただし、
すでに当該認可を受けているゴ
ンドラと型式が同一であるゴン
ドラ（以下この章において「認
可型式ゴンドラ」という。）につ
いては、この限りでない。」 

 
ゴンドラに関しては、戦前は特段の規制

は行われていなかったようである。前記土
木建築工事場安全及衛生規則は、いわゆる
つり足場に関して安全荷重や作業床等に関
する規制は行っているものの、昇降機付の
ゴンドラに関する規制は行われていなかっ
た。 

1947（昭和 22）年に制定された旧安衛則
では、前記土木建築工事場安全及衛生規則
と同様の規制が行われていたにすぎず（旧
安衛則第 110 条）、ゴンドラは対象となって
いなかったが、1963（昭和 38）年の改正 25

により、つり足場の項目が新たに設けられ
た。この改正においては、「昇降のために用
いる巻上機は、自動的に、かつ、確実に作
動する制御装置を有するものであること
（旧安衛則第 109 条の 6第 6号）」がつり足
場の設置要件として定められたが、ゴンド
ラ自体の製造許可あるいは性能検査等に関
する規制は定められなかった。 
高度成長期における高層ビルの建築ラッ

シュにより、1960 年代後半からつり足場や
ゴンドラを使用した窓拭きや外壁タイル工
事などの需要が高まっていったが、それに
比例してゴンドラの落下事故も増加し、そ
の危険性や製造上の欠陥や点検制度の不備
などが指摘されるようになってきた。特に、
1969（昭和 44）年に発生した西武百貨店ゴ
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ンドラ墜落事故やその 5 日後に発生した兜
町ビルにおけるゴンドラ落下事故などを契
機として、労働省が同年 5 月 1 日から 10
日まで、全国のゴンドラ 303 台に対し一斉
監督指導を実施したところ、違反が全体の
3 割に達し、また欠陥のあったゴンドラが 1
割弱との監督結果となった。また、過去の
ゴンドラ関係災害の原因が、構造上の不備
や使用・点検・修理などの管理体制の欠陥
によるものであることから、同年 10月にゴ
ンドラ安全規則が制定され、そこで製造の
許可制が定められたものである 26。 

 
1.5.2 背景となった災害等 
以下では、特定機械等に関連する災害例

を挙げるが、実際の規制の契機となった具
体的事例というよりは、規制制定前後の時
期における特定機械等の典型的な災害例に
つき、特に被害が大きかったものを中心に
リストアップしたものである。ただし、ゴ
ンドラに関してはまさしく当該災害が規制
策定の契機となっている。 

 
1.5.2.1 ボイラー及び圧力容器 
（1） 金沢市ボイラー破裂事故 

1889（明治 22）年 3月 8日、石川県金沢
市の大鋸谷製紙所において、ボイラー破裂
事故が発生し、死者 9 名、負傷者 8 名とい
う惨事となった。これを受けて、農商務省
が技師を現地へ派遣して調査視察を行った。
官報に掲載された報告書には、ボイラー破
裂の原因として、当該ボイラーは船舶用の
物を改造したものであり、構造にしても製
作にしても十分な圧力に耐えうるものでは
なかったこと、また数日前から破裂の兆候
があったにもかかわらずボイラー担当者が

気づかなかったことなどを挙げていた。 
この報告書の最後には、「該罐購入前専門

技術科ニ就キ能ク其原料及構造法ノ檢定ヲ
受ケ其取扱方ニ至リテモ熟練ナル火夫ヲシ
テ日常之ニ従事セシメタランイハ斯ノ如キ
惨害ヲ被ラサルヘキニ然ルコトナカリシ」
との記載があり、ボイラーの構造規格や取
扱技術の熟練の必要性が問題点として指摘
されていた 27。 
（2） 横浜市ボイラー爆発事故 

1955（昭和 30）年 5 月 13 日、神奈川県
横浜市鶴見区の製菓工場でボイラーが爆発
し、作業員 2 名が即死、負傷者 8 名（うち
6 名が重傷）となった。 
労基署監督官の調べによれば、当該菓子

工場に設置されていたボイラーには安全弁
（ボイラー内の圧力が一定以上になった場
合に、自動的に弁を開いて蒸気を放出し、
圧力を規定以下に保つようにするための装
置）  がなく、バルブ（流体が通る配管の開
閉や流れの制御を行う機能を持つ装置）が
取り付けられていたが、圧力が上がった際
にこのバルブが閉まったために爆発したも
のであるとされた。 

 
1.5.2.2 クレーン・デリック・エレベータ

ー・リフト 
（1） 松坂屋起重機倒壊事故 

1927（昭和 2）年 10 月 26 日午後 7時 40
分頃、上野広小路の松坂屋の工事現場にお
いて、重量 16 トン近い鉄材 2 本を約 30 メ
ートルの高さの起重機で釣り上げようとし
た際に、突然起重機が道路側の夜店の上に
横倒しとなり、4名死亡、重軽傷者 10 数名
を出す惨事となった。 
調査によれば、当該起重機は最近購入し
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たものであり、起重機を支えるワイヤーは
直径 1 インチのものが 8 本設置されていた
が、16 トンの鉄材を 1 メートル弱引き上げ
た際に、鉄材の位置を変更しようと作業し
ていたところ、突然 1 本のワイヤーが切断
され、これがきっかけとなり合計 3 本のワ
イヤーが最終的に切断したために倒壊した
ものである。ワイヤー切断の原因が、起重
機を垂直に設置していなかったために過度
の負担がかかったものであるとして、最終
的に工事責任者ら 4 名が業務上過失致死罪
により起訴された。 
（2） 京成電車上野線エレベーター落下事

故 
1932（昭和 7）年 12 月 28 日、東京上野

の地下鉄工事現場に設置された土砂運搬用
エレベーターに、作業員 4 名と土砂約 400
キログラムを積み込んで上昇したところ、
突然ワイヤーが切断して高さ約 6 メートル
の所から地上に墜落し、4 名が重軽傷を負
った。 
当該エレベーターは、約 1 トンの重量に

耐えうるものとされており、3 か月ほど使
用可能とされるワイヤーも 2 週間前に交換
したばかりであったため、ワイヤーの品質
が問題とされた。 
（3） 川鉄千葉製鉄所クレーン倒壊事故 

1957（昭和 32）年 7月 1日午後 4時すぎ、
千葉市にある川鉄千葉製鉄所の第二溶鉱炉
建設現場で作業員 20 数名がクレーンの組
み立て中に、主柱（高さ 60 メートル、重量
35 トン）が突然地上 15 メートル付近から
折れ、これに続くワイヤロープも切れたた
め、アーム（長さ 55 メートル、重量 30 ト
ン）も一緒に崩れ落ち、作業員 5 名が死亡、
11 名が重軽傷を負った。 

当該クレーンは、同製鉄所で作成したも
のであり、先月 29 日にマスト部の設置が終
わり労基署の認可を受けたばかりであった。
この日は、ウインチでアームの部分をつり
上げようとし、その先端が 5 メートルほど
地上を離れたところ、異様な音とともにマ
ストが折れたものである。その後の調べに
よると、事故の原因は、クレーンの主柱を
補強するための溶接が不完全だったためと
特定された。 

 
1.5.2.3 ゴンドラ 
（1） 西武百貨店ゴンドラ墜落事故 

1969（昭和 44）年 4 月 24 日午前 10 時 1
0 分頃、東京渋谷の西武百貨店にて窓清掃
作業中のゴンドラ（鉄製・重量約 1 トン）
が突然落下して、近くの歩道を縦列で歩い
ていた小学生を直撃し、ゴンドラに搭乗し
ていた作業員1名と小学生2名が死亡した。 
調査によれば、事故の原因は、ゴンドラ

をつっているクレーン部分のギア（8 ミリ
ピッチ）が規定では 7.2 ミリのかみ合わせ
が必要なところ、わずか 2 ミリであったた
めにギアが外れたためであると断定された。
これはメーカーによる保守点検で簡単に調
整可能であったが、西武百貨店が保守契約
を締結しておらず、点検が行われていなか
ったため管理上の不備があったものと認定
された。 

 
1.6 運用 
1.6.1 適用の実際 
1.6.1.1 手数料 
第 37 条に基づき製造許可の申請を受け

ようとする者は、安衛法第 112 条第 1 項第
3 号の規定に基づき、国に手数料を納付し
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なければならない。手数料の額は、労働安
全衛生法関係手数料令（昭和 47 年 9 月 28
日政令第 345 号）第 1 条 2 号により現在は
82,500 円となっている。 

 
1.6.1.2 製造許可の基準 
機械の製造者が法 37 条に基づく機械の

製造許可を受けるにあたっては、機械ごと
に定められた安全規則の規定に従って書面
による申請が必要となるが、製造許可の申
請にあたっては、ボイラー及び第一種圧力
容器の製造許可基準（昭和 47 年 9 月 30 日
労働省告示第 75 号。以下ではボイラー製造
許可基準とする）およびクレーン等製造許
可基準（昭和 47 年 9月 30 日労働省告示第
75 号。以下ではクレーン製造許可基準とす
る）の規定にしたがって行わなければなら
ない。安全規則および製造許可基準の具体
的内容は、ボイラーおよび圧力容器とその
他の機械とでは若干の相違があるため、そ
の異同に留意しつつ見ていくことにする。 
ボイラー則第3条第2項の規定によれば、

ボイラーの製造許可に関する規定は、申請
書に、構造を示す図面のほか、① 強度計算、
② ボイラーの製造及び検査のための設備
の種類、能力及び数、③ 工作責任者の経歴
の概要、④ 工作者の資格及び数、⑤ 溶接
によって製造するときは、溶接施行法試験
結果を示す書類をそれぞれ添付する事が義
務づけられている。旧ボイラー則では、条
文上は製造認可申請書の提出のみが義務づ
けられていたが、その申請書の様式では、
備考欄において現行ボイラー則とほぼ同様
の書類を添付することが求められており、
新旧規則における申請内容の違いは、溶接
施行法試験結果の記載の有無ということに

なろう。 
また、クレーン則、ゴンドラ則に基づく

申請については、① クレーン・ゴンドラの
組立図、② 強度計算の基準、③ 製造検査
の設備概要、④ 主任設計者および工作責任
者の経歴の概要を添付しなければならない
と規定されており、いくつかの点について
ボイラー則とは異なった書類の提出が必要
となっている。 

 
1.6.1.3 構造を示す図面・組立図 
特定機械等の製造許可申請に際して、ボ

イラー・圧力容器については、構造を示す
図面を、クレーン等およびゴンドラについ
ては組立図を添付することが必要である。
このうち、組立図については、行政通達（ク
レーン等：昭和 46 年 9 月 7 日基発第 621
号、ゴンドラ：昭和 44 年 10 月 23 日職発
第 7065 号）により、具体的に記載すべき事
項が明らかにされている。それによれば、
クレーンに関しては、① クレーンの外観お
よび主要寸法、② 構造部分の概要（全体の
形状、構成部材の種類、材質、継手の方式
控えの形状等の寸法等）、③ つり上げ装置、
走行装置、旋回装置等の概要（ドラム・シ
ープの形状および寸法、動力伝導装置の主
要寸法等）、④ 安全装置およびブレーキの
形式・配置、⑤ 原動機の配置、⑥ つり具
の形状および寸法、⑦ 運転室マハタ運転台
の位置について記載すればよいとされてい
る。また、ゴンドラについては、① ゴンド
ラの外観および主要寸法、② 構造部分の概
要、③ 昇降装置、走行装置等の概要、④ 
安全装置およびブレーキの形式および配置、
⑤ 作業床の形状および主要寸法のほか、ワ
イヤロープ、チェーン等の緊結方法を図示
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する必要がある。 
これらに対して、ボイラー及び圧力容器

に関しては、構造を示す図面について特段
の行政通達は示されていないが、圧力容器
の構造規格に基づき作成された図面を添付
すれば良いものと考えられる 28。なお、構
造図面については、基本的に現尺または縮
尺寸法により作成されるが、マンホールや
管台等の各機械に共通して使用される部品
については、いわゆる標準図面を用いて形
式に対応した寸法を併記すれば良いとされ
ている（昭和56年6月13日基収第 205号）。 

 
1.6.1.4 強度計算 
強度計算とは、製造する機械が作用する

際の荷重に対して、主要な構造部材が構造
的な健全性を有していることを確認するた
めに行われるものである。したがって、ボ
イラー及び圧力容器の場合であれば、高圧
下で蒸気や温水を発生させるものであるか
ら、一定以上の圧力や温度による荷重に対
して装置に使用された材料が十分に耐えう
る強度を有するかどうかが問題となり、ク
レーンやゴンドラの場合であれば、荷物・
人の吊り上げ・吊り下げによる荷重に対し
て、ワイヤーやマストが材料的・構造的に
十分な強度を有するかどうかが問題となる。
強度計算は、このような目的のために材料
の強度とその装置の許容応力から安全率を
算定し、機械が破損することのないように
設計されているかを確認するものである。 
クレーン等においては、強度計算の「基

準」が提出書類となっているが、これは旧
クレーン則にかかる通達によれば、「構造部
分の強度計算を行う場合によるべき数式お
よび仮定」であって、具体的な数値の記入

は必要ないとされているが 29、実務上は、
技術水準の確認を要するために強度計算の
結果である強度計算書の添付が求められて
いる 30。 
ボイラー・圧力容器の場合は、条文上「強

度計算」とのみ記載されていることから、
強度計算の結果の記載が必要となるものと
考えられる。また、圧力容器については、
風荷重・地震荷重、配管からの外力に対す
る管台の溶接継手、トレイ、つり上げ荷重
に関する強度計算が必要とされている 31。 

 
1.6.1.5 製造・検査のための設備 
特定機械等の製造許可のために一定の設

備を有していることを確認するものである。
ボイラーの場合とクレーン等の場合とで求
められる設備は異なっている。 
（1） ボイラー及び圧力容器 
ボイラー則においては、製造しようとす

るボイラーおよび圧力容器の種類に応じて、
製造および検査のための設備が明示されて
いる。このうち、もっとも条件が厳格なの
は、① 鋼製ボイラーおよび鋼製圧力容器で
溶接により製造するもの、② 貫流ボイラー
のうち内径 300mm 以上で気水分離器を有
するもの、③ ボイラーまたは第一種圧力容
器の胴用大径鋼管については、ボイラー製
造許可基準の別表第一に定める設備を有し
ていなければならない（具体的な設備につ
いては表 1 を参照）32。もっとも、同表欄
外の但書によれば、これらの設備について
は、他の者が所有する設備を随時利用でき
る場合や、他の者と共同で所有している場
合も設備を有しているものとみなすことと
されており、必ずしも自己所有である必要
はない。 
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（2） クレーン・ゴンドラ 
クレーンおよびゴンドラについてはいず
れも検査に関する設備のみの記載が求めら
れており、クレーン製造許可基準第 3 条に
よれば、① 万能試験機、② 放射線試験装
置の設備を有していればよいとされている。 
 

1.6.1.6 工作責任者、主任設計者 
製造許可にあたっては、設計、製造の担

当者に関する記載も義務づけられている。
この点につき、ボイラー則は工作責任者お
よび工作者を、クレーン則・ゴンドラ則は
主任設計者および工作責任者の記載が求め
られている（各担当者の具体的な資格基準
については表 2 を参照）。 
ボイラー及び圧力容器は機械の製造上の

欠陥が破裂などの重大な事故を引き起こす
可能性に鑑みて、工作者については、有資
格者（ボイラー溶接士）の数の記載が求め
られるなど製造に関する規制を強化してい
るのに対して、クレーン・ゴンドラに関し
ては、様々な種類の機械が存在しているこ
とから、主任設計者の記載を義務づけるこ
とにより、設計段階における適正な構造を
担保することを重視しているものと考えら
れる。 

 
1.6.1.7 溶接施行法試験結果 
上述したように、ボイラーおよび圧力容

器については、機械の製造上の欠陥が重大
な事故を引き起こす可能性があるため、こ
れら機械の製造許可を受けるためには、そ
の申請の際に、溶接施工法試験結果を提出
することが求められている。一般に、溶接
を必要とする機械を製造する場合、製作者
は溶接施工要領書（Welding Procedure Sp

ecification, WPS）と呼ばれる書類を作成し、
実際に施工する溶接方法、継手（溶接によ
って接合する 2 つの構造部分）の種類、母
材（溶接される材料）や溶接材料（溶接の
際に添加される材料）、溶接条件、熱処理等
の溶接施工条件の詳細を明らかにする必要
がある。このWPS の裏付けとなる性能試験
として溶接施行法の試験を実施し、その結
果を記録したものが溶接施行法試験結果（P
rocedure Qualification Record, PQR）であ
る。PQRには、溶接継手の強度試験や非破
壊検査等の性能試験の記録により、製作者
が所定の品質の溶接施工が可能であること
を確認するものである。 
したがって、法 37 条の製造許可を得るた

めの溶接施行法試験結果は、PQR に相当す
るものを作成すればよいものと解される。
これを作成するにあたっては、ボイラー製
造許可基準に定める溶接条件において実施
される試験に合格したものでなければなら
ない。同許可基準第 4 条は、溶接条件につ
いて、日本工業規格（JIS）B 8285（圧力容
器の溶接施工方法の確認試験）に準拠した
上で、溶接施工法試験の方法としては、機
械試験（引張試験、表曲げ試験、裏曲げ試
験、衝撃試験（圧力容器のみ））を試験板の
厚さに応じて複数回実施することが求めら
れている（同許可基準第 5 条）33。同許可
基準およびボイラー構造規格ならびに圧力
容器構造規格所定の基準を満たしたものが
製造許可基準に合致した溶接施行法試験結
果となる。 

 
1.6.2 関係判例 
1.6.2.1 富士ブロイラー事件 
（1） 事実の概要 
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原告 X は、鶏肉製造、販売等を業とする
ものであるが、昭和 50年 5 月、静岡県内の
工場内に分離前相被告 A 会社の製造にかか
るへい獣処理用攪拌乾燥機（以下「本件乾
燥機」という）を設置し、ブロイラーの食
肉加工に伴い発生する残滓を高圧分解し配
合飼料の原料を製造する化成工場を新設し、
運転を開始していたところ、同年 7月 11日
の午前中に運転中の本件乾燥機の原料投入
口鉄蓋支持部分のボルトが切断して右鉄蓋
が吹き飛び、本件乾燥機内で蒸煮中の鶏の
不可食物等が化成工場の屋根を突き破って、
周囲の住宅や畑等に飛散した（以下「本件
事故」という）。本件事故による地域住民の
抗議に対して、原告は化成工場の無期限操
業停止を約束させられ、最終的には同工場
は廃業を余儀なくされた。 
本件乾燥機は、最高使用圧力 1 ㎠あたり

7kg 以上の圧力に耐え得るように設計され
ていたが、実際に製作された本件乾燥機は、
いくつかの点において設計に従っていなか
ったため、設計どおりの強度を有さず、そ
のため本件乾燥機内の圧力が許容限度内あ
ったにもかかわらず、本件事故に至ったも
のである。 
本件乾燥機は労働安全衛生法関係法令上

の第一種圧力容器に該当することから、労
働基準局長による製造許可および構造検査、
また労働基準監督署長による落成検査が実
施され、第一種圧力容器検査証の交付を受
けていた。X は、労働基準局長が、① A 会
社による本件乾燥機の製造について許可手
続を行わなかったこと、② 本件事故により
破損した原料投入口部分に関する記載のな
い構造図に基づく本件乾燥機缶体部分につ
いて構造検査を行ったことがボイラー則49

条に違反し、また労働基準監督署長が落成
検査を構造検査合格前に実施したことが同
則 59条 2項に違反すると主張した。 
（2） 第一審判決（静岡地判昭和 58年 4月

7日訟務月報 29巻 11号 2031頁） 
裁判所は、安衛法における第一種圧力容

器の製造及び設置に関する諸規則は、「国が、
労働安全衛生行政の立場から、その構造等
に一定の規格を定め、製造から設置に至る
段階において製造許可、構造検査、落成検
査等の審査手続を行ない、製造者が製造、
搬出し事業者が設置する第一種圧力容器に
ついて右規格が確保されるよう監督し、そ
の構造上の安全性を確保することにより労
働者の生命、身体、健康を労働災害から保
護することを目的とするものであり、国が
事業者に対し右安全性を保証する制度では
なく、国が事業者に対し右規制を実施すべ
き義務を負うものではない」から、これら
の規制の結果、特定機械等の「安全性が一
般的に確保されることによつて事業者が利
益を享受することがあつたとしても、それ
は事実上の利益にすぎず」、「審査手続上の
過誤により規格適合性の審査が十分に行な
われないまま前記規格に適合しない第一種
圧力容器が設置されるに至つたとしても、
事業者との関係においては、その違法性を
論ずる余地はない」として、本件乾燥機を
使用する事業者である原告に対しては、違
法性を有しないと判示した。 
（3） 控訴審判決（東京高判昭和 60年 7月

17日判時 110号 88頁） 
製造許可について、ボイラー則の「規則

上、既に製造許可を受けている第一種圧力
容器と同型式のものを製造するについては、
製造及び検査に関する設備その他の製造条
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件が許可時に比して低下するなどの特段の
事情のない限り、改めて製造許可を受ける
必要はな」く、Ａ社は昭和 38 年 2 月 20 日、
第一種圧力容器について製造認可を受けて
いることから、「本件乾燥機も・・・第一種
圧力容器であり、前記特段の事情も認めら
れないところから、これを製造するについ
ては改めて製造許可手続を行う必要はなか
つたことを認めることができ」るから、「製
造許可上の過失をいう控訴人の主張は既に
この点において採用することができない」。 

 
1.6.2.2 検討 
本件は、圧力容器の爆発事故に際して、

当該圧力容器の設置事業者が、その設計
上・製造上の瑕疵を製造者に対してではな
く、法第 37条に基づき製造許可を出した国
に対して責任を追及した事例である。裁判
所は、法 37 条の規制は、もっぱら特定機械
等を製造する者に対して許可制を定めるこ
とにより、当該機械等を使用する労働者を
労働災害から保護することが目的であり、
設置事業者に対して国が機械等の安全を保
証するものではないとして、請求を棄却し
た。 
法第 37 条に基づく製造許可が裁判で争

われることを想定した場合、製造許可を出
したことの瑕疵が問題となるが、同条に基
づいて国（都道府県労働局長）が製造許可
を出したことを争いうるのは、法 37条の構
造からすれば、許可の申請を行う当該機械
等を製造しようとする者が該当するのは異
論がない。この場合において、当該機械の
瑕疵が設計段階における問題なのか製造過
程における問題なのかを分けて考える必要
がある（本件においては、この点に関して

は裁判所は特段の事実認定を行っていな
い）。 
前者の場合、製造者側が提出した申請書

類に設計上・構造上の問題があるにもかか
わらず労働局長が製造許可を認めたといい
うるか否かが争われることになるが、この
場合における設計上・構造上の問題には、
単なる数値上の誤りにすぎないものもあれ
ば、重大な構造上の欠陥を含むものまで非
常に幅広いものが考えられうる。製造許可
の申請において、当該機械に対する全ての
情報は申請事業者が有していることを考慮
するならば、行政側としては、ある程度ま
では、申請事業者の専門的知識を信頼して
製造許可を出すものと考えられるから、あ
る程度までは形式的なものとならざるをえ
ず、明らかな機械の設計上・構造上の問題
があるにもかかわらず製造許可を出したと
いうような特別な事情が認められない限り、
当該機械の瑕疵を原因とする労働災害発生
の責任は、製造許可を出した国に対してで
はなく、当該機械の製造者に向けられるべ
きであろう。 
また、後者の場合は、法第 38 条の検査に

ついての行政側の瑕疵が問題となり得るが、
この点については、同条の項目にて改めて
検討を行う。 
本件のように、特定機械等の製造者から

当該機械を購入・設置した者については、
通常であれば、製造者に対して、瑕疵のあ
る特定機械等を引き渡したことに対して、
債務の不完全履行または不法行為の責任を
追及すべきであり、国に対して製造許可を
出した責任を追及することはできないとし
た裁判所の判断は妥当である。ただし、本
件第一審判決が指摘するように、特定機械
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等の製造許可を定める目的は、当該機械の
安全を確保することを通じて、労働者の生
命・安全を保証するという点にあることか
らすれば、設置事業者が、当該機械の瑕疵
による労働災害発生によって何らかの被害
を被った労働者を代理して、国に対して製
造許可の瑕疵の責任を追及することは理論
上は検討の余地があるものと考えられる。 

 
1.7 改正提案 
本条の条文構造そのものについては、特

段問題となるような論点はないものの、上
記で明らかにしたように、本条で規制され
る特定機械等は、これら機械に対する規制
の歴史的経緯から安衛法上において特に危
険な機械と位置付けられているものと考え
られる。 
安衛法制定から 50 年近くを経て、様々な

技術開発が進展していく中で、労働者の生
命や身体に危険を及ぼすような機械にはど
のようなものがあるか、またそれに対して
製造許可という法律に基づく許可制の必要
があるか否かについて、今後検討していく
必要があるのではないかと思われる。 

 
2 第 38条（製造時等検査等） 
2.1 条文 
第三十八条 特定機械等を製造し、若しく
は輸入した者、特定機械等で厚生労働省令
で定める期間設置されなかつたものを設置
しようとする者又は特定機械等で使用を廃
止したものを再び設置し、若しくは使用し
ようとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該特定機械等及びこれに係
る厚生労働省令で定める事項について、当
該特定機械等が、特別特定機械等（特定機

械等のうち厚生労働省令で定めるものをい
う。以下同じ。）以外のものであるときは都
道府県労働局長の、特別特定機械等である
ときは厚生労働大臣の登録を受けた者（以
下「登録製造時等検査機関」という。）の検
査を受けなければならない。ただし、輸入
された特定機械等及びこれに係る厚生労働
省令で定める事項（次項において「輸入時
等検査対象機械等」という。）について当該
特定機械等を外国において製造した者が次
項の規定による検査を受けた場合は、この
限りでない。 
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場
合には、外国において特定機械等を製造し
た者は、厚生労働省令で定めるところによ
り、輸入時等検査対象機械等について、自
ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以
外のものであるときは都道府県労働局長
の、特別特定機械等であるときは登録製造
時等検査機関の検査を受けることができ
る。 
一 当該特定機械等を本邦に輸出しよう

とするとき。 
二 当該特定機械等を輸入した者が当該

特定機械等を外国において製造した
者以外の者（以下この号において単
に「他の者」という。）である場合に
おいて、当該製造した者が当該他の
者について前項の検査が行われるこ
とを希望しないとき。 

3 特定機械等（移動式のものを除く。）を
設置した者、特定機械等の厚生労働省令で
定める部分に変更を加えた者又は特定機械
等で使用を休止したものを再び使用しよう
とする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該特定機械等及びこれに係る厚
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生労働省令で定める事項について、労働基
準監督署長の検査を受けなければならな
い。 
（昭五八法五七・平四法五五・平六法九七・
平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法
一〇二・平一七法一〇八・一部改正） 

 
2.2 関連政省令 
2.2.1 第 38条第 1項および第 2項関連 
2.2.1.1 ボイラー及び圧力容器安全規則 34 
第五条 ボイラーを製造した者は、法第三
十八条第一項の規定により、同項の登録製
造時等検査機関（以下「登録製造時等検査
機関」という。）の検査を受けなければなら
ない。 
2 溶接によるボイラーについては、第七条
第一項の規定による検査に合格した後でな
ければ、前項の規定により登録製造時等検
査機関が行う検査（以下この章において「構
造検査」という。）を受けることができない。 
3 構造検査を受けようとする者は、ボイラ
ー構造検査申請書（様式第二号）にボイラ
ー明細書（様式第三号）を添えて、登録製
造時等検査機関に提出しなければならな
い。 
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合
格したボイラーに様式第四号による刻印を
押し、かつ、そのボイラー明細書に様式第
五号による構造検査済の印を押して申請者
に交付する。 
5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合
格した移動式ボイラーについて、申請者に
対しボイラー検査証（様式第六号）を交付
する。 
（平六労令二四・平八労令二・平九労令一
三・平一二労令二・平一五厚労令一七五・

平二四厚労令六・一部改正） 
第十二条 次の者は、法第三十八条第一項
の規定により、登録製造時等検査機関の検
査を受けなければならない。 
一 ボイラーを輸入した者 
二 構造検査又はこの項の検査を受けた

後一年以上（設置しない期間の保管
状況が良好であると都道府県労働局
長が認めたボイラーについては二年
以上）設置されなかつたボイラーを
設置しようとする者 

三 使用を廃止したボイラーを再び設置
し、又は使用しようとする者 

2 外国においてボイラーを製造した者は、
法第三十八条第二項の規定により、登録製
造時等検査機関の検査を受けることができ
る。当該検査が行われた場合においては、
当該ボイラーを輸入した者については、前
項の規定は、適用しない。 
3 前二項の規定により登録製造時等検査
機関が行う検査（以下この章において「使
用検査」という。）を受けようとする者は、
ボイラー使用検査申請書（様式第十三号）
にボイラー明細書（様式第三号）を添えて、
登録製造時等検査機関に提出しなければな
らない。 
4 ボイラーを輸入し、又は外国において製
造した者が使用検査を受けようとするとき
は、前項の申請書に当該申請に係るボイラ
ーの構造が法第三十七条第二項の厚生労働
大臣の定める基準（ボイラーの構造に係る
部分に限る。）に適合していることを厚生労
働大臣が指定する者（外国に住所を有する
ものに限る。）が明らかにする書面を添付す
ることができる。 
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に合
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格したボイラーに様式第四号による刻印を
押し、かつ、そのボイラー明細書に様式第
十四号による使用検査済の印を押して申請
者に交付する。 
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に合
格した移動式ボイラーについて、申請者に
対しボイラー検査証（様式第六号）を交付
する。 
（昭五八労令二四・昭六〇労令一・平六労
令二四・平一二労令二・平一二労令一二・
平一二労令一八・平一二労令四一・平一五
厚労令一七五・平二四厚労令六・一部改正） 

 
2.2.1.2 クレーン等安全規則 
第五十五条 移動式クレーンを製造した者
は、法第三十八条第一項の規定により、当
該移動式クレーンについて、所轄都道府県
労働局長の検査を受けなければならない。 
2 前項の規定による検査（以下この節にお
いて「製造検査」という。）においては、移
動式クレーンの各部分の構造及び機能につ
いて点検を行なうほか、荷重試験及び安定
度試験を行なうものとする。 
3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定
格荷重の一・二五倍に相当する荷重（定格
荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重
に五十トンを加えた荷重）の荷をつつて、
つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうも
のとする。 
4 第二項の安定度試験は、移動式クレーン
に定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の
荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に
関し最も不利な条件で地切りすることによ
り行なうものとする。 
5 製造検査を受けようとする者は、移動式
クレーン製造検査申請書（様式第十五号）

に移動式クレーン明細書（様式第十六号）、
移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に
掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれ
ぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計
算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提
出しなければならない。この場合において、
当該検査を受けようとする移動式クレーン
が既に製造検査に合格している移動式クレ
ーンと寸法及びつり上げ荷重が同一である
ときは、当該組立図及び強度計算書の添付
を省略することができる。 
6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合
格した移動式クレーンに様式第十七号によ
る刻印を押し、かつ、その移動式クレーン
明細書に様式第十八号による製造検査済の
印を押して前項の規定により申請書を提出
した者に交付するものとする。 
（平一二労令二・一部改正） 
第五十七条 次の者は、法第三十八条第一
項の規定により、当該移動式クレーンにつ
いて、都道府県労働局長の検査を受けなけ
ればならない。 
一 移動式クレーンを輸入した者 
二 製造検査又はこの項若しくは次項の

検査（以下この節において「使用検
査」という。）を受けた後設置しない
で二年以上（設置しない期間の保管
状況が良好であると都道府県労働局
長が認めた移動式クレーンについて
は三年以上）経過した移動式クレー
ンを設置しようとする者 

三 使用を廃止した移動式クレーンを再
び設置し、又は使用しようとする者 

2 外国において移動式クレーンを製造し
た者は、法第三十八条第二項の規定により、
当該移動式クレーンについて都道府県労働
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局長の検査を受けることができる。当該検
査が行われた場合においては、当該移動式
クレーンを輸入した者については、前項の
規定は、適用しない。 
3 第五十五条第二項から第四項までの規
定は、使用検査について準用する。 
4 使用検査を受けようとする者は、移動式
クレーン使用検査申請書（様式第十九号）
に移動式クレーン明細書、移動式クレーン
の組立図及び第五十五条第五項の強度計算
書を添えて、都道府県労働局長に提出しな
ければならない。 
5 移動式クレーンを輸入し、又は外国にお
いて製造した者が使用検査を受けようとす
るときは、前項の申請書に当該申請に係る
移動式クレーンの構造が法第三十七条第二
項の厚生労働大臣の定める基準（移動式ク
レーンの構造に係る部分に限る。）に適合し
ていることを厚生労働大臣が指定する者
（外国に住所を有するものに限る。）が明ら
かにする書面を添付することができる。 
6 都道府県労働局長は、使用検査に合格し
た移動式クレーンに様式第十七号による刻
印を押し、かつ、その移動式クレーン明細
書に様式第二十号による使用検査済の印を
押して第四項の規定により申請書を提出し
た者に交付するものとする。 
（昭五八労令二四・昭六〇労令一・平一二
労令二・平一二労令一二・平一二労令一八・
平一二労令四一・一部改正） 

 
2.2.1.3 ゴンドラ安全規則 
第四条 ゴンドラを製造した者は、労働安
全衛生法（以下「法」という。）第三十八条
第一項の規定により、当該ゴンドラについ
て、所轄都道府県労働局長の検査を受けな

ければならない。 
2 前項の規定による検査（以下「製造検査」
という。）においては、ゴンドラの各部分の
構造及び機能について点検を行なうほか、
荷重試験を行なうものとする。 
3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれか
に定めるところによるものとする。 
一 下降のみに使用されるゴンドラ以外

のゴンドラにあつては、作業床に積
載荷重に相当する荷重の荷をのせて
上昇及び下降の作動を定格速度及び
許容下降速度により行なうこと。 

二 下降のみに使用されるゴンドラにあ
つては、作業床に積載荷重に相当す
る荷重の荷をのせて下降の作動を許
容下降速度により行なうこと。 

4 製造検査を受けようとする者は、ゴンド
ラ製造検査申請書（様式第二号）にゴンド
ラ明細書（様式第三号）、ゴンドラの組立図
及びアームその他の構造部分の強度計算書
を添えて、所轄都道府県労働局長に提出し
なければならない。この場合において、当
該検査を受けようとするゴンドラが既に製
造検査に合格しているゴンドラと寸法及び
積載荷重が同一であるときは、当該組立図
及び強度計算書の添付を省略することがで
きる。 
5 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合
格したゴンドラに様式第四号による刻印を
押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第
五号による製造検査済の印を押して前項の
規定により申請書を提出した者に交付する
ものとする。 
（平一二労令二・一部改正） 

 
2.2.2 第 38条第 3項関連 
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2.2.2.1 ボイラー及び圧力容器安全規則 35 
第十四条 ボイラー（移動式ボイラーを除
く。）を設置した者は、法第三十八条第三項
の規定により、当該ボイラー及び当該ボイ
ラーに係る次の事項について、所轄労働基
準監督署長の検査を受けなければならな
い。ただし、所轄労働基準監督署長が当該
検査の必要がないと認めたボイラーについ
ては、この限りでない。 
一 第十八条のボイラー室 
二 ボイラー及びその配管の配置状況 
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及

び煙道の構造 
2 前項の規定による検査（以下この章にお
いて「落成検査」という。）は、構造検査又
は使用検査に合格した後でなければ、受け
ることができない。 
3 落成検査を受けようとする者は、ボイラ
ー落成検査申請書（様式第十五号）を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、認定を受けたこと
により第十条の届出をしていないときは、
同条のボイラー明細書及び書面その他落成
検査に必要な書面を添付するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十六条 使用を休止したボイラーを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第
三項の規定により、当該ボイラーについて
所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ
ばならない。 
2 前項の規定による検査（以下この章にお
いて「使用再開検査」という。）を受けよう
とする者は、ボイラー使用再開検査申請書
（様式第二十二号）を所轄労働基準監督署
長に提出しなければならない。 

3 第六条第二項及び第三項の規定は、使用
再開検査について準用する。この場合にお
いて、同条第二項中「都道府県労働局長」
とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替
えるものとする。 
（昭五八労令二四・平一二労令二・一部改
正） 

 
2.2.2.2 クレーン等安全規則 36 
第六条 クレーンを設置した者は、法第三
十八条第三項の規定により、当該クレーン
について、所轄労働基準監督署長の検査を
受けなければならない。ただし、所轄労働
基準監督署長が当該検査の必要がないと認
めたクレーンについては、この限りでない。 
2 前項の規定による検査（以下この節にお
いて「落成検査」という。）においては、ク
レーンの各部分の構造及び機能について点
検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験
を行なうものとする。ただし、天井クレー
ン、橋形クレーン等転倒するおそれのない
クレーンの落成検査においては、荷重試験
に限るものとする。 
3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重
の一・二五倍に相当する荷重（定格荷重が
二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十
トンを加えた荷重）の荷をつつて、つり上
げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を
行なうものとする。 
4 第二項の安定度試験は、クレーンに定格
荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつ
つて、当該クレーンの安定に関し最も不利
な条件で地切りすることにより行なうもの
とする。この場合において、逸走防止装置、
レールクランプ等の装置は、作用させない
ものとする。 
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5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行
なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試
験が行なわれたクレーンについては、落成
検査の一部を省略することができる。 
6 落成検査を受けようとする者は、クレー
ン落成検査申請書（様式第四号）を所轄労
働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、法第八十八条第一
項ただし書の規定による認定（以下「認定」
という。）を受けたことにより前条の届出を
していないときは、同条の明細書、組立図、
強度計算書及び書面その他落成検査に必要
な書面を添付するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十五条 前条第一号に該当する部分に
変更を加えた者は、法第三十八条第三項の
規定により、当該クレーンについて、所轄
労働基準監督署長の検査を受けなければな
らない。ただし、所轄労働基準監督署長が
当該検査の必要がないと認めたクレーンに
ついては、この限りでない。 
2 第六条第二項から第四項までの規定は、
前項の規定による検査（以下この節におい
て「変更検査」という。）について準用する。 
3 変更検査を受けようとする者は、クレー
ン変更検査申請書（様式第十三号）を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、認定を受けたこと
により前条の届出をしていないときは、同
条の検査証及び図面その他変更検査に必要
な書面を添付するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十九条 使用を休止したクレーンを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第

三項の規定により、当該クレーンについて、
所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ
ばならない。 
2 第六条第二項から第四項までの規定は、
前項の規定による検査（以下この節におい
て「使用再開検査」という。）について準用
する。 
3 使用再開検査を受けようとする者は、ク
レーン使用再開検査申請書（様式第十四号）
を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。 
（昭五八労令二四・一部改正） 

 
2.2.2.3 ゴンドラ安全規則 
第二十九条 前条各号に該当する部分に変
更を加えた者は、法第三十八条第三項の規
定により、当該ゴンドラについて、所轄労
働基準監督署長の検査を受けなければなら
ない。ただし、所轄労働基準監督署長が当
該検査の必要がないと認めたゴンドラにつ
いては、この限りでない。 
2 前項の規定による検査（以下「変更検査」
という。）においては、ゴンドラの変更部分
の状態を点検するほか、荷重試験を行なう
ものとする。 
3 第四条第三項の規定は、前項の荷重試験
について準用する。 
4 変更検査を受けようとする者は、ゴンド
ラ変更検査申請書（様式第十三号）を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、法第八十八条第一
項ただし書の規定による認定（以下「認定」
という。）を受けたことにより前条の届出を
していないときは、同条の検査証及び図面
その他変更検査に必要な書面を添付するも
のとする。 
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（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第三十三条 使用を休止したゴンドラを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第
三項の規定により、当該ゴンドラについて、
所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ
ばならない。 
2 第四条第二項及び第三項の規定は、前項
の規定による検査（以下「使用再開検査」
という。）について準用する。 
3 使用再開検査を受けようとする者は、ゴ
ンドラ使用再開検査申請書（様式第十四号）
を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。 
（昭五八労令二四・一部改正） 

 
2.3 趣旨と内容 
2.3.1 趣旨 
機械の安全の確保のためには、法第 37 条

に定める単に特定機械等の製造の許可のみ
では足りず、当該特定機械等が申請した構
造の通りに製造されているかを確認する必
要がある。また第 37 条の製造許可は、国内
で製造される特定機械等が対象となるため、
外国から輸入した特定機械等についてもそ
の構造上の安全を確認する必要がある。さ
らに、クレーンやエレベーターなどの定置
型の特定機械等については、工場にて製造
された部品を利用場所にて組み立てた上で
設置するという形を取るため、構造上の安
全を確認するためには、当該機械がが適切
に設置されているかどうかについても確認
しなければならない。 
本条は、上記のような趣旨に基づき、前

条の規定に基づき製造許可を受けた特定機
械等について、その製造、設置、使用等に

関する検査について規定したものである。 
また、本条は、安衛法制定後、行政改革

や規制緩和との関連で数次にわたる改正が
行われている。まず、昭和 58 年に、欧米諸
国との貿易摩擦のうち、基準認証制度（検
査・検定制度）がいわゆる非関税障壁とな
っているとされ、その解消のために制定さ
れた法律において、本条第 2項が追加され、
外国法人により製造された特定機械等の検
査に関する規定が設けられた 37。この規定
に関しては、平成 6 年改正において、規制
緩和等推進の目的から、これら検査を国内
のみならず、外国事業者が当該特定機械等
を本邦に輸出する前に自国にて検査を行う
ことが可能となっている 38。また、平成 4
年改正では、第三者検査機関（製造時検査
代行機関）による製造時検査について新た
な規定が設けられている（平成 4 年法律第
55 号）。このほか、前条と同様に地方分権
推進法による改正や中央省庁改革に関連し
た改正も行われている 39。 

 
2.3.2 内容 
第 38 条に基づく検査は、都道府県労働局

長または登録製造時検査機関による検査と
労働基準監督署長による検査とに分けられ
ている。 

 
2.3.2.1 第 38条 1項 
（1） 検査の対象となる特定機械等 
本項に基づく製造時検査の対象となる特

定機械等は、ボイラー、第一種圧力容器、
移動式クレーン、ゴンドラである。移動式
以外のクレーン、デリック、エレベーター
等については、本項に基づく検査は行われ
ない。また、本項にいう厚生労働省で定め
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る特別特定機械等とは、ボイラーおよび第
一種圧力容器と定められている（ボイラー
則第 2 条の 2）。 
（2） 検査を受けるべき者 
本項に基づき特定機械等の検査を受けな

ければならない者は、当該特定機械等を「製
造し、若しくは輸入した者、特定機械等で
厚生労働省令の定める期間設置されなかつ
たものを設置しようとする者又は特定機械
等で使用を廃止したものを再び設置し、若
しくは使用しようとする者」である。この
うち、設置されなかった期間については、
各安全規則により、ボイラー、第一種圧力
容器、ゴンドラについては、1 年以上（ボ
イラー：ボイラー則第 12 条 1項 2 号、第一
種圧力容器：同則第 57 条 1 項 2号、ゴンド
ラ：ゴンドラ則第 6条 1項 2号）、移動式ク
レーンについては 2 年以上（クレーン則第
57 条 1 項 2 号）と定められている。この期
間については、未使用期間の保管状況が良
好であると都道府県労働局長が認めた場合
には、それぞれ 1年延長される。 
（3） 検査内容 
本項に基づいて行われる検査は、製造時

の検査としては、ボイラー、第一種圧力容
器については溶接検査（溶接により製造さ
れたもの）および構造検査が、移動式クレ
ーン、ゴンドラについては製造検査がそれ
ぞれ行われる。また、輸入時、再設置、再
使用にかかる検査は使用検査が行われる。
ここでいう「設置」とは定置式の特定機械
等を、「使用」とは移動式の特定機械等を指
す趣旨である。 
各検査の具体的な仕組みおよび手続につ

いては、特定機械等ごとに適用の実際の項
目にて詳述する。 

（4） 検査実施機関 
本項に基づく検査を実施する機関は、特

別特定機械等については、登録時製造等検
査機関、それ以外の特定機械等については
都道府県労働局長である。 
本項に定める登録製造時検査機関とは、

法第 46 条の規定に基づき、製造時等検査に
かかる所定の設備・検査員の要件に適合し
ているとして厚生労働大臣により登録され
た機関をいい、特別特定機械等の検査を担
当する第三者機関である（現在登録されて
いる事業者は表 8 を参照）40。検査機関に
関する詳細については第 46 条の逐条解説
にて詳述する。 

 
2.3.2.2 第 38条 2項 
（未了） 
 

2.3.2.3 第 38条 3項 
（未了） 
 

2.3.3 罰則 
本条第 1 項の規定に基づく構造検査、溶

接検査、製造検査、使用検査を受けなかっ
た者については、法第 119 条 1 号により 6
か月以下の懲役または 50 万円以下の罰金
に処せられる。また、第 2 項の規定に基づ
く輸入時を受けることなく特定機械等を使
用した者に対して、製造時検査を法第 1 条
により 1 年以下の懲役または 100 万円以下
の罰金に処せられる。 

 
2.4 関連規定 
（未了） 
 

2.5 沿革 
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2.5.1 法制史 
（未了） 
 

2.5.2 背景となった災害等 
本条は、検査のための規定であるが、そ

の規制の必要性は、特定機械等の製造・設
置上の瑕疵が問題となった災害から生じて
おり、その意味では、前条で掲示した特定
機械等に関する災害は、そのまま当該機械
等の検査の必要性をも示すものでもある。
そのため、本条における背景となった災害
については、前条の項目を参照されたい。 

 
2.6 運用 
2.6.1 適用の実際 
2.6.1.1 手数料 
第 38 条に基づき特定機械等の構造検査、

溶接検査、使用検査、使用再開検査、性能
検査を受けようとする者は、安衛法第 112
条第 1 項第 4 号および 4 号の 2 の規定に基
づき、国に手数料を納付しなければならな
い。手数料の額は、労働安全衛生法関係手
数料令第 3 条および別表第一に、当該特定
機械等の種類およびその規模に応じて定め
られている（具体的な手数料額については、
表 7を参照）。 
手数料に関しては、その算定根拠となる

人件費、物件費等の変動に伴って手数料額
の見直しが行われるが、2004 年の検疫法施
行令等の一部を改正する政令（平成 16 年 3
月 16 日政令第 46 号）により、電子情報処
理組織を使用する場合（いわゆるオンライ
ン申請）の手数料額については、通常の申
請よりも低額へと改訂された。また、オン
ライン申請の場合には、収入印紙ではなく、
現金での手数料納付も認められている（労

働安全衛生法関係手数料令第7条1項但書）。 
 

2.6.1.2 検査内容 
（1） 製造検査 
（2） 溶接検査 
（3） 落成検査 
（4） 使用検査 
（5） 変更検査 
（6） 使用再開検査 
（未了） 
 

2.6.2 関連判例 
前条にて取り上げた富士ブロイラー事件

の高裁判決は、本条に基づく検査の趣旨に
ついて、「製造者又は設置者が安全性を有す
るとして製造、設置した第一種圧力容器に
ついて、実際に安全性を有するか否かを基
準（規則及び構造規格）に従つて確認する
ものであり、それ以上に包括的かつ綿密な
検査をするわけではなく、積極的に危険を
防止する措置を自らとるものでもな」いと
して、検査の趣旨はあくまでも当該特定機
械等の使用される場所にて労働に従事する
ものの生命、身体、健康を災害から保護す
ることを目的とするものであるから、「検査
ずみの安全性の確保された圧力容器を使用
して営業を継続することができるという利
益、あるいは正しい検査が行われていれば
申請が不合格となり、その結果使用に起因
する損害を免れるという利益」を製造者や
設置者が享受しうるとしても、「それは、労
働者の安全確保を目的とする法及び規則を
適用した結果生じた事実上の利益にすぎな
い」と判示している。 
本件に関しては、当該特定機械等の検査

を申請したは製造者であり、設置した訴訟
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当事者ではないが、裁判所は、いずれの者
であっても結論は変わらないとしている。 
結局、法第 37 条の製造許可も含めて、こ

れら行政上の手続に関して訴訟当事者とな
り得るのは、当該手続により直接的な利益
を享受する者でなければならず、安衛法の
目的からすれば、それは当該特定機械等の
危険により、生命、身体、健康が損なわれ
る可能性がある労働者のみということにな
ろう。 

 
2.7 改正提案 
（未了） 
 

Ｄ．および E．考察および結論 
労働安全衛生法は、労働災害の防止の危

険防止基準の確立の一環として、第 5 章に
おいて、機械並びに危険物および有害物に
関する規制を行っている。本分担研究は、
この第 5 章のうち、機械等に関する規制を
行う第 37 条から第 54 条の逐条解説を目的
とするものである。 
法第 37 条の趣旨・沿革から明らかになっ

たこととして、本条の特定機械等について
は、古いものでは明治初期から当該機械に
関する災害の事例が存在しており、また、
かかる災害に対する法的な規制も様々な形
で行われてきていた。そうして、1972年の
安衛法制定時には、これら特定機械等に対
する製造許可制の仕組はすでに確立されて
おり、本条はかかる現状を追認したものと
いうことができる。ただし、このことは、
これら特定機械等以外の機械について本条
に基づく製造許可制を導入することを排除
するものではないから、先ずは、本条にお
ける「特に危険な作業を必要とする機械」

について判断基準を確立し、必要に応じて
新たな特定機械等の追加について検討する
ことが解釈上の課題になるものと思われる。 
また、法第 38条については、特定機械等

が安全に設置されていることを確認するた
めの各種検査が規定されている。それぞれ
の検査については、各特定機械等の製造お
よび設置における安全性を確保するために
は必要不可欠であるといえよう。これら検
査の具体的内容は、特定機械等に関する規
制の構造上、各安全規則に委ねられており、
その安全規則の中でさらに各特定機械ごと
に検査に関する規制がほぼ同じ条文によっ
て定められている。このような条文の重複
は、安衛法および各規則の全体的な視認性
を著しく阻害するものであるといえ、検査
に関しては各安全規則とは別に統一的な別
規則を定めることも検討すべきなのではな
いかと思われる。 

 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
特になし。 
2．学会発表 
特になし。 

Ｇ．知的所有権の取得状況 
1．特許取得 
該当せず。 
2．実用新案登録 
該当せず。 
3．その他 
該当せず。 
 

Ｈ．引用文献 
以下の文末脚注を参照。
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1 圧力容器については、ボイラー則第 49

条に同様の文言による規定が置かれている。 
2 以下、クレーン則には、移動式クレー

ン（第 53 条）、デリック（第 94 条）、エレ
ベーター（第 138 条）、建設用リフト（第 1
72 条）にそれぞれ同趣旨の規定が置かれて
いる。 

3 労務行政研究所編『労働安全衛生法—
労働法コンメンタール 10』（労務行政・平
成 29 年）383 頁。 

4 構造規格は、特定機械ごとに定められ
ており、具体的には、ボイラー構造規格（平
成 15 年 4 月 30 日労働省告示第 197 号）、
圧力容器構造規格（平成 15 年 4 月 30 日労
働省告示 196 号）、クレーン構造規格（平成
7 年 12 月 26 日労働省告示第 134 号）、移動
式クレーン構造規格（平成 7 年 12 月 26 日
労働省告示第 135 号）、デリツク構造規格
（昭和37年10月31日労働省告示第55号）、
簡易リフト構造規格（昭和 37 年 10 月 31
日労働省告示第 57 号）、建設用リフト構造
規格（昭和 37年 10月 31日労働省告示第 5
8 号）、エレベーター構造規格（平成 5 年 8
月 2 日労働省告示第 91 号）、ゴンドラ構造
規格（平成 6 年 3 月 28 日労働省告示第 26
号）が制定されている。 

5 労働調査会『改訂 4 版 労働安全衛生
法の詳解—労働安全衛生法の逐条解説』（労
働調査会・平成27年）526頁-527頁を参照。 

6 2 度の改正は、中央省庁等改革関係法施
行法（平成 11 年法律第 16 号）および公益
法人に係る改革を推進するための厚生労働
省関係法律の整備に関する法（平成 15 年法
律第 150 号）である。後者の改正では、1
項の「ボイラーその他の特に危険な作業を

 

 

必要とする機械等で」の部分が現行のもの
へと改正された。 

7 なお、蒸気ボイラー、温水ボイラー、
クレーン、エレベーターについては、安衛
法制定前の各安全規則の中に定義規定が置
かれていたが、安衛法施行令等の政令に特
定機械等の詳細な定義を置くのはなじまな
いとの当時の内閣法制局の判断から機械の
大枠のみが規定され、旧規則にて規定され
ていた定義規定は、安衛法制定時の通達（昭
和 47年 9月 18日基発 602 号）に移行して
いる。以下は、この通達を基礎として各特
定機械等の解説を行う。なお、上記の経緯
は、旧労働省にて労働基準局安全衛生部安
全課係長として安衛法制定に携わった唐沢
正義氏からのご教授による。 

8 図 1 から図 4は、仙台市ガス局のガス
ボイラーに関する説明図を参照した。https:
//www.gas.city.sendai.jp/biz/boilers/index.
php （最終閲覧日:2020 年 1月 20 日） 

9 ボイラーの区分に関する記載および図
は、日本ボイラー協会の以下の解説を参照
した。http://www.jbanet.or.jp/examination
/classification/boiler.html （最終閲覧日：2
019 年 12 月 15 日） 

10 圧力容器の区分に関する記載および図
は、日本ボイラー協会の以下の解説を参照
した。http://www.jbanet.or.jp/examination
/classification/vessel_1.html（最終閲覧日：
2019年 12 月 15日） 

11 これらの図は、日本クレーン協会によ
る解説を参照した。http://www.cranenet.o
r.jp/tisiki/crane.html （最終閲覧日：2020
年 1月 5 日） 

12 図 18 および図 19 はコベルコ建機（h
ttps://www.kobelco-kenki.co.jp/products/#
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model）、図 20 および図 21 は株式会社タ
ダノ（https://www.tadano.co.jp/products/i
ndex.html）、図 22 は保守用車データベー
ス MDCB（http://mcdb.sub.jp/forums/top
ic/kirow_multi-tasker-810n_unknown_jre_
multi-tasker-810n-2/）、図 23 は IHI 運搬機
械株式会社（http://www.iuk.co.jp/crane/fl
oating_crane.html）からそれぞれ引用した
（最終閲覧日：2020 年 8月 8日）。 

13 これらの図は、日本クレーン協会によ
る解説を参照した。http://www.cranenet.o
r.jp/tisiki/crane.html （最終閲覧日：2020
年 1月 5 日） 

14 簡易ボイラーは、安衛法施行令第 13
条第 25 号に定められ、簡易ボイラー等構造
規格（昭和 50 年労働省告示第 65 号）の遵
守のみが義務づけられている。 

15 小型ボイラーは、安衛法施行令第１条
第 4 号に定められ、小型ボイラー及び小型
圧力容器構造規格（昭和 50 年労働省告示 8
4 号）に基づく製造、製造・輸入時の個別
検定受検、設置報告、１年に１回の定期自
主検査などが義務づけられている。 

16 船舶安全法は国土交通省の管轄であり、
安全な運航のために船舶に関する設備要件
や定期検査について定めたものである。ま
た電気事業法は通商産業省の管轄であり、
「電気工作物の工事、維持及び運用を規制
することによつて、公共の安全を確保し、
及び環境の保全を図ること」が目的の一つ
となっている。いずれの法律においても、
製造自体の許可制ではなく、一定規格に沿
ったボイラーの設置、定期的な検査の実施
等が義務づけられている。 

17 （簡易）容器は、安衛法施行令第 13
条第 26号に定められ、簡易ボイラー等構造

 

 

規格の遵守のみが義務付けられているが、
製造許可や性能検査等については義務づけ
られていない。なお、条文上は単なる「容
器」とされており、（簡易）容器とは法律用
語上定義づけられた用語ではない。 

18 安衛法施行令第 1条第 5号に定められ、
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に
基づく製造、製造・輸入時の個別検定受検、
設置報告、1 年に 1 回の定期自主検査など
が義務づけられている 

19 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災
害防止を目的として、ガスの容器の製造に
ついて規制するものであり、ガス事業法は
ガス事業者への規制として、ガスの容器や
配管、導管等のガス工作物に関して、技術
基準への適合や自主的な保安検査等を事業
者に義務づけるものである。また、液石法
は、液化石油ガスの販売・製造等に関する
規制を通じて液化石油ガスによる災害の防
止という目的のために、その貯蔵施設が技
術基準に適合することを要求するとともに、
完成検査や保安検査を義務づけるものであ
る。上記の法律は、そのいずれについても
通商産業省の管轄となっている。 

20 寺本憲宗「ボイラー技術の系統化調査」
国立科学博物館『技術の系統化調査報告 
第 7集』（2007 年）9 頁以下を参照。 

21 中川一郎編『詳解ボイラ及び圧力容器
安全規則』（三晃社・1959 年）1 頁以下を参
照。 

22 読売新聞 1927（昭和 2）年 10月 28 日
朝刊には、同月 26 日に発生した松坂屋建築
現場における起重機倒壊事故現場を視察し
た内務省都市計画課と復興局建築部の担当
者の話として、市街地建築物法には工事用
仮設工作物に対する規定がないために改正
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の必要があるとの記事があり、また、同日
の朝日新聞夕刊には、警視庁の保安課およ
び建築課の課長が視察を行い、起重機によ
る危険が予想される場合には、保安課・建
築課の協議の上で新たに取締規則を設ける
ことになると報じられている。ただし、そ
の後の法改正あるいは取締規則の制定など
につながったか否かは不明である。 

23 労働法令通信 15 巻 26 号 1 頁（1962
年）以下にある解説によれば、旧クレーン
則制定直前のクレーン設置数は、1960（昭
和 35）年が総計 33,136 台であったのに対
し、翌年 1961（昭和 36）年には 43,528 台
と約 32％の増加となっていた。また、クレ
ーン等を原因とする休業 8 日以上の災害件
数は、1958（昭和 33）年が 3,406件（うち
死亡災害件数 118 件）、1959（昭和 34）年
が 4,519 件（同 167 件）、1960 年が 5,029
件（242 件）となっていた。 

24 労働法令通信 14 巻 15 号 2 頁（1961
年）。 

25 昭和38年5月16日労働省令第10号。 
26 これらの記述は、労働法令通信 22 巻 2

6 号 44 頁（1969 年）を参照した。 
27 官報 1725 号（明治 22 年 4 月 4 日）3

1 頁-32頁。 
28 なお、日本産業規格（JIS）に則した圧

力容器の構造と設計についての解説によれ
ば、一般に圧力容器の設計にあたっては、
① 組立図（全体の構造と基本寸法、溶接継
手、管台、マンホールの位置、圧力容器を
溶接する非耐圧部材、内部品と外部品の形
状・寸法・位置）、② 展開図、③ 内部品と
外部品の詳細図、溶接の詳細（溶接施工法）
を作成する必要があるとされている。小林
英夫編『新版 圧力容器の構造と設計』（日

 

 

本規格協会・2018年）76 頁以下を参照。 
29 クレーン等安全規則の一部を改正する

省令の施行等について（昭和 46 年 9 月 7
日基発第 621 号）。安衛法施行に伴う通達
（クレーン等安全規則の施行について（昭
和 47 年 9 月 18 日基発第 598 号））によれ
ば、「旧規則に関する通達は、新規則の相当
条文に関する通達として取扱う」とされて
おり、上記通達も一部を除き引き続き効力
を有することとされている。 

30 兵庫労働局労働基準部安全課「クレー
ン製造許可申請のための手引」（2017 年 2
月）16 頁。https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/library/seizoukyokatebiki.pdf
 （最終閲覧日：2020 年 2 月 10 日）。 

31 前掲註 28書 75 頁。 
32 ボイラー製造許可基準によれば、上記

のほか、① 胴の内径が 300mm以下または
気水分離器を備えていない貫流ボイラー、
② くり抜きによる第一種圧力容器、③ 胴
の内径が 300mm 以下のボイラーまたは第
一種圧力容器で溶接部がないもの、④ 鋳鉄
製ボイラーまたは鋳鉄製第一種圧力容器、
⑤ 波形炉筒または伸縮継手について、それ
ぞれ別表第二から第六まで定められている。 

33 各試験の具体的な方法については、試
験方法については、JIS Z 3121（突合せ溶
接継手の引張試験方法）および JIS Z 3122
（突合せ溶接継手の曲げ試験方法）による
規格またはこれと同等と認められる規格に
定めるところによるものとされている。同
等な規格としては、国際標準化機構（ISO）
やアメリカ溶接協会（American Welding 
Society, AWS）によるものがある。 

34 第一種圧力容器についても、構造検査
につきボイラー則第 51 条、溶接検査につき
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同第 53 条、使用検査につき同第 57 条にボ
イラーの場合と同様の規定がそれぞれ置か
れている。 

35 第一種圧力容器についても、変更検査
につきボイラー則第 77 条、使用再開検査に
つき同第 81 条にボイラーの場合と同様の
規定がそれぞれ置かれている。 

36 クレーン則は、規則の適用対象となる
ほかの機械（移動用クレーン（変更検査：
クレーン則86条、使用再開検査：同90条）、
デリック（落成検査：97 条、変更検査：13
0 条、使用再開検査：134条）、エレベータ
ー（落成検査：141 条、変更検査 164 条、
使用再開検査：168 条）、建設用リフト（落
成検査：175 条、変更検査：198条））につ
いて、それぞれ同様の規定を置いている。 

 

 

37 外国事業者による形式承認等の取得の
円滑化のための関係法律の一部を改正する
法律（昭和 58 年法律第 57 号）。 

38 許可、認可等の整理および合理化に関
する法律（平成 6年法律第 97 号）により、
本条第 1項に但書が追加された。 

39 地方分権推進法による改正では、検査
担当者を都道府県労働基準局長から都道府
県労働局長へ変更と変更された。また、中
央省庁等改革関係施行法（平成 11 年法律第
87 号）により、労働省から厚生労働省へと
名称が変更された。 

40 表 8 については、厚生労働省のホーム
ページを参照した。https://www.mhlw.go.j
p/content/000571026.pdf 
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（資料） 
表 1 ボイラー及び第一種圧力容器の製造または検査のための設備 

（ボイラー製造許可基準 別表第一） 
ボイラー 第一種圧力容器 

次の設備を有すること。 
一 板曲げローラ 
二 プレス 
三 溶接機 
四 焼鈍炉 
五 水圧試験設備 
六 万能試験設備 
七 放射線検査設備 

次の設備を有すること。 
一 板曲げローラ 
二 プレス 
三 溶接機 
四 焼鈍炉（圧力容器構造規格の規定により溶接
後熱処理を行うことが必要とされるもの以外の
もののみを製造する場合を除く。） 
五 水圧試験設備 
六 万能試験設備 
七 衝撃試験設備（第五条第二項の表備考三の規
定により、衝撃試験を行うことが必要とされるも
のを製造する場合に限る。） 
八 非破壊試験設備（放射線検査、超音波探傷試
験、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験に用いる設備
のうち必要なもの） 

 
表 2 主任設計者・工作責任者・工作者の基準 

 ボイラー及び第一種圧力容器 クレーン・ゴンドラ 
工作責任者 （ボイラー製造許可基準別表第一）次の各

号のいずれかに該当する者であること。 
一 学校教育法による大学又は高等専門
学校を卒業した者で、溶接によるボイラ
ー又は圧力容器の設計、工作又は検査に
ついて 2 年以上の経験があるもの（圧力
容器は 1 年以上） 
二 学校教育法による高等学校又は中等
教育学校を卒業した者で、溶接によるボ
イラー又は圧力容器の設計、工作又は検
査について 5 年以上の経験があるもの
（同 2 年以上） 
三 溶接によるボイラー又は圧力容器の
設計、工作又は検査について 8 年以上の
経験がある者（同 5 年以上） 

（クレーン等製造許可基準第 5 条） 
次の各号のいずれかに該当する者であるこ
と。 
一 学校教育法による大学又は高等専門
学校において、機械工学に関する学科を
専攻して卒業した者で、その後 3 年以上
クレーン等の設計又は工作の実務に従事
した経験を有するもの 
二 学校教育法による高等学校又は中等
教育学校において、機械工学に関する学
科を専攻して卒業した者で、その後 6 年
以上クレーン等の設計又は工作の実務に
従事した経験を有するもの 
三 10 年以上クレーン等の設計又は工
作の実務に従事した経験を有する者 

主任設計者  （クレーン等製造許可基準第 4 条）次の各
号のいずれかに該当する者であること。 
一 大学又は高等専門学校において、機
械工学に関する学科を専攻して卒業した
者で、その後 5 年以上クレーン等の設計

－ 540 －



  分担研究報告書（井村） 

39 
 

又は工作の実務に従事した経験を有する
もの 
二 高等学校又は中等教育学校におい
て、機械工学に関する学科を専攻して卒
業した者で、その後 8 年以上クレーン等
の設計又は工作の実務に従事した経験を
有するもの 
三 12 年以上クレーン等の設計又は工
作の実務に従事した経験を有する者 

工作者 （ボイラー製造許可基準別表第一） 
ボイラー溶接士であること 

 

 

  
図 1 真空式温水ボイラー 

（温水ボイラー） 
図 2 炉筒煙管ボイラー 

（蒸気ボイラー） 

 

 

図 3 水管ボイラー 
（蒸気ボイラー） 

図 4 貫流ボイラー 
（蒸気ボイラー） 
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図 5 最高使用圧力と伝熱面積による区
分（蒸気ボイラー） 

図 6 胴の内径と長さによる区分 
（蒸気ボイラー） 

 
図 7 開放管又はゲージ圧力 0.05MPa以下の U形立管を蒸気部に取り付けたものによる

区分（いずれも内径 25 ㎜以上） 

  

図 8 温水ボイラーの区分 図 9 貫流ボイラーの区分 

  

図 10 最高使用圧力と内容積による区分
（圧力容器） 

図 11 胴の内径と長さによる区分 
（最高使用圧力≦0.1MPa）（圧力容器） 
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表 3 クレーンの種類 

クレーン 

天井クレーン 

ジブクレーン 

橋形クレーン 

アンロ一ダ 

ケーブルクレーン 

テルハ 

スタッカー式クレーン 

その地 

表 4 クレーンの分類表 
大分類 中分類 小分類 細分類 

天井クレーン 

普通型天井クレーン 

ホイスト式天井クレーン 

トロリ式天井クレーン 

クラブトロリ式天井クレーン 

ロープトロリ式天井クレーン 

（セミロープトロリ式を含む） 

特殊型天井クレーン 

旋回マントロリ式天井クレーン 

すべり出し式天井クレーン 

旋回式天井クレーン 

製鉄用天井クレーン 

装入クレーン 

レードルクレーン 

鋼塊クレーン 

焼入れクレーン 

原料クレーン 

鍛造クレーン 

ジブクレーン 

ジブクレーン 

塔形・門形ジブクレーン 

塔形ジブクレーン 

高脚ジブクレーン 

片脚ジブクレーン 

低床ジブクレーン 
低床ジブクレーン 

ポスト型ジブクレーン 

クライミング式ジブクレーン 

つち形クレーン 

ホイスト式つち形クレーン 

トロリ式つち形クレーン 
クラブトロリ式つち形クレーン 

ロープトロリ式つち形クレーン 

クライミング式つち形クレーン 
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引込みクレーン 

ダブルリンク式引込みクレーン 

スイングレバー式引込みクレーン 

ロープバランス式引込みクレーン 

テンションロープ式引込みクレーン 

壁クレーン 

ホイスト式壁クレーン 

トロリ式壁クレーン 
クラブトロリ式壁クレーン 

ロープトロリ式壁クレーン 

橋形クレーン 

普通型橋形クレーン 

ホイスト式橋形クレーン 

トロリ式橋形クレーン 

クラブトロリ式橋形クレーン 

ロープトロリ式橋形クレーン 

マントロリ式橋形クレーン 

特殊型橋形クレーン 

旋回マントロリ式橋形クレーン 

ジブクレーン式橋形クレーン 

引込みクレーン式橋形クレーン 

アンローダ 

橋形クレーン式アンローダ 

クラブトロリ式アンローダ 

ロープトロリ式アンローダ 

マントロリ式アンローダ 

特殊型アンローダ 旋回マントロリ式アンローダ 

引込みクレーン式アンローダ 
ダブルリンク式アンローダ 

ロープバランス式アンローダ 

ケ－ブルクレーン 

固定ケ－ブルクレーン 
固定ケ－ブルクレーン 

揺動ケ－ブルクレーン 

走行ケ－ブルクレーン 
片側走行ケ－ブルクレーン 

両側走行ケ－ブルクレーン 

橋形ケ－ブルクレーン 

テルハ テルハ 

スタッカークレーン 

普通型スタッカー式クレーン 

天井クレーン型スタッカー式クレーン 

床上型スタッカー式クレーン 

懸垂型スタッカー式クレーン 

荷昇降式スタッカークレーン 

天井クレーン型スタッカークレーン 

床上型スタッカークレーン 

懸垂型スタッカークレーン 
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図 12 クラブトロリ式天井クレーン 図 13 低床ジブクレーン 

  
図 14 クラブトロリ式橋形クレーン 図 15 片側走行ケーブルクレーン 

 

 

図 16 テルハ 
図 17 天井クレーン型 
スタッカークレーン 
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図 18 クローラークレーン 図 19 ホイールクレーン 

  
図 20 ラフテレーンクレーン 図 21 トラッククレーン 

  
図 22 鉄道クレーン 図 23 浮きクレーン 
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表 5 法 37条による製造許可を要するエレベーター・簡易リフト・建設用リフトの分類  

エレベーター 簡易リフト 建設用リフト 

運搬するもの 人および荷 荷のみ 荷のみ 

設置区分 規制なし（せり上げ装置、

船舶に設置されたもの、主

として一般公衆の用に供

するものを除く） 

労基法別表第一の第1号～

第5号の事業場に設置され

るもの 

土木、建設等の工事の作業

用として設置されるもの 

積載重量 1 トン以上 1 トン以上 0.25 トン以上 

ガイドレール

の高さ 

規制なし 規制なし 18 メートル以上 

搬器の大きさ 規制なし 床面積が1平方メートル以

下または天井の高さが 1.2

メートル以下 

規制なし 

 

 

 
図 24 ガイデリック 図 25 スチフレッグデリック 
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図 26 ボイラーおよび第一種圧力容器製造許可申請書（様式 1 号） 

 
図 27 ボイラーおよび第一種圧力容器製造許可書 

（新日電熱工業株式会社 https://www.snd-net.co.jp/ 最終閲覧日:2020 年 1月 20 日） 
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表 6 法第 38 条に基づく特定機械等の検査一覧 

 構造検査 溶接検査 使用検査 製造検査 落成検査 変更検査 
使用再開
検査 

ボイラー ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

第一種圧力容器 ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

クレーン   ○  ○ ○ ○ 

移動式クレーン   ○ ○ ○ ○ ○ 

エレベーター   ○  ○ ○ ○ 

建設用リフト   ○  ○ ○ ○ 

ゴンドラ   ○ ○  ○ ○ 

 
表 7 法第 38 条の検査にかかる手数料 

（労働安全衛生法関係手数料令 別表第一） 

区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

 1基につき 円 1基につき 円 

一 ボイラー 

（1）構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 

伝熱面積が 5平方メートル未満のもの 17,600 17,200 

伝熱面積が 5平方メートル以上 10平方メートル未満のもの 21,500 21,000 

伝熱面積が 10平方メートル以上 40平方メートル未満のもの 30,400 30,000 

伝熱面積が 40平方メートル以上 100平方メートル未満のもの 35,500 35,000 

伝熱面積が 100平方メートル以上 200平方メートル未満のもの 43,200 42,800 

伝熱面積が 200平方メートル以上 300平方メートル未満のもの 50,600 50,100 

伝熱面積が 300平方メートル以上 500平方メートル未満のもの 58,400 57,900 

伝熱面積が 500平方メートル以上 700平方メートル未満のもの 73,900 73,400 

伝熱面積が 700平方メートル以上のもの 81,700 81,200 

（2）溶接検査 

（一）胴又は管寄せを溶接する場合 

イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計（以下この（一）において単に「長さ」という。）が 5
メートル未満のもの 
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの（以下この（1）において単
に「最大内径」という。）が 0・5メートル未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 45,600 45,200 

ロ 長さが 5メートル以上 10メートル未満のもの 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 29,400 28,900 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 37,500 37,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 49,700 49,200 

ハ 長さが 10メートル以上のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 41,600 41,100 

最大内径が 1メートル以上のもの 61,900 61,400 

（二）鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 

鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの（以
下この（二）において単に「最大内径」という。）が 0・5メートル
未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 61,900 61,400 

（3）落成検査  

（一）水管ボイラー 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 13,100 12,600 

伝熱面積が 100平方メートル以上 300平方メートル未満のもの 24,100 23,700 

伝熱面積が 300平方メートル以上 500平方メートル未満のもの 31,500 31,000 

伝熱面積が 500平方メートル以上のもの 42,500 42,000 

（二）水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 9,500 9,000 

伝熱面積が 40平方メートル以上 100平方メートル未満のもの 11,300 10,800 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 16,800 16,300 

（4）変更検査 

（一）溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 

イ 水管ボイラー 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 12,700 12,300 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 20,100 19,600 

ロ 水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 12,700 12,200 

伝熱面積が 40平方メートル以上のもの 16,400 15,900 

（二）溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 

イ 水管ボイラー  
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 12,700 12,300 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 16,400 15,900 

ロ 水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 9,100 8,600 

伝熱面積が 40平方メートル以上のもの 12,700 12,300 

二 第一種圧力容器  

（1）構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 

内容積が 0・5立方メートル未満のもの 9,900 9,400 

内容積が 0・5立方メートル以上 1立方メートル未満のもの 13,800 13,300 

内容積が 1立方メートル以上 2立方メートル未満のもの 17,600 17,200 

内容積が 2立方メートル以上 5立方メートル未満のもの 21,500 21,000 

内容積が 5立方メートル以上 10立方メートル未満のもの 25,800 25,300 

内容積が 10立方メートル以上 30立方メートル未満のもの 33,500 33,100 

内容積が 30立方メートル以上 60立方メートル未満のもの 37,800 37,300 

内容積が 60立方メートル以上のもの 41,700 41,200 

（2）溶接検査  

（一）胴を溶接する場合 

イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ（以下この（一）において「長さ」という。）が 5メートル未満のもの 

胴の最大内径（以下この（一）において「最大内径」という。）が 0・
5メートル未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 45,600 45,200 

ロ 長さが 5メートル以上 10メートル未満のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 29,400 28,900 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 37,500 37,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 49,700 49,200 

ハ 長さが 10メートル以上のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 41,600 41,100 

最大内径が 1メートル以上のもの 53,800 53,300 

（二）鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 

鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの（以下この
（2）において単に「最大内径」という。）が 0・5メートル未満のも
の 

21,300 20,800 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 53,800 53,300 

（3）落成検査  

内容積が 5立方メートル未満のもの 5,400 4,900 

内容積が 5立方メートル以上のもの 9,100 8,600 

（4）変更検査  

（一）溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 

内容積が 5立方メートル未満のもの 9,100 8,600 

内容積が 5立方メートル以上のもの 12,700 12,300 

（2）溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 

内容積が 5立方メートル未満のもの 5,400 4,900 

内容積が 5立方メートル以上のもの 9,100 8,600 

三 クレーン（移動式クレーンを除く。以下同じ。）、移動式クレーン及びデリック 

（1）製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 

（一）ジブクレーン（壁クレーンを除く。）、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン（浮
きクレーンに限る。）並びにガイデリック及びスチフレグデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 28,900 28,400 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 38,100 37,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 47,800 47,300 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 59,900 59,500 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 79,300 78,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 93,900 93,400 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 113,300 112,800 

つり上げ荷重が 500トン以上 1、000トン未満のもの 132,700 132,200 

つり上げ荷重が 1、000トン以上のもの 152,100 151,600 

（二）天井クレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 16,300 15,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 22,100 21,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 29,800 29,400 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 40,500 40,100 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 71,600 71,100 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 93,900 93,400 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

つり上げ荷重が 500トン以上のもの 125,000 124,500 

（三）移動式クレーン（浮きクレーンを除く。） 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 15,300 14,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 21,100 20,700 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 28,900 28,400 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 38,800 38,300 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 71,600 71,100 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 93,900 93,400 

（四）（一）及び（二）に掲げるクレーン並びに（一）に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 13,400 12,900 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 19,200 18,700 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 23,600 23,100 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 32,300 31,800 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 45,400 44,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 76,000 75,500 

（2）変更検査 

（一）（1）の（一）に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 10,900 10,400 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 15,500 15,000 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 20,100 19,600 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 29,300 28,800 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 38,400 38,000 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 47,600 47,100 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 61,400 60,900 

つり上げ荷重が 500トン以上 1、000トン未満のもの 75,100 74,700 

つり上げ荷重が 1、000トン以上のもの 88,900 88,400 

（二） （1）の（二）に掲げるクレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 7,200 6,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 10,900 10,400 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 15,500 15,000 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 23,900 23,400 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 31,100 30,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 42,100 41,600 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 49,400 49,000 

つり上げ荷重が 500トン以上のもの 57,700 57,200 

（三） （1）の（三）に掲げる移動式クレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 6,300 5,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 9,100 8,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 14,600 14,100 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 21,900 21,400 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 29,300 28,800 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 38,400 38,000 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 49,200 48,800 

（四） （1）の（一）及び（二）に掲げるクレーン並びに（1）の（二）に掲げるデリック以外のクレーン及びデリ
ック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 5,500 5,000 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 9,100 8,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 12,700 12,300 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 20,100 19,600 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 27,400 26,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 34,800 34,300 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 42,100 41,600 

四 エレベーター（建設用リフトを除く。） 

（1） 落成検査、使用再開検査及び性能検査 

積載荷重が 2トン未満のもの 19,800 19,300 

積載荷重が 2トン以上のもの 28,000 27,600 

（2） 変更検査  

積載荷重が 2トン未満のもの 10,900 10,400 

積載荷重が 2トン以上のもの 16,400 15,900 

五 建設用リフト  

（1） 落成検査  

ガイドレール（昇降路を有するものにあつては、昇降路）の高さ（以
下この号において「高さ」という。）が 30メートル未満のもの 

14,300 13,800 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

高さが 30メートル以上 50メートル未満のもの 21,600 21,100 

高さが 50メートル以上のもの 29,000 28,500 

（2） 変更検査  

高さが 30メートル未満のもの 10,900 10,400 

高さが 30メートル以上 50メートル未満のもの 15,500 15,000 

高さが 50メートル以上のもの 20,100 19,600 

六 ゴンドラ  

製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 

（1） 人力により昇降させるもの 12,200 11,700 

（2） 動力により昇降させるもの 

積載荷重が 0・25トン未満のもの 18,000 17,500 

積載荷重が 0・25トン以上のもの 23,800 23,400 

備考 
一 「構造検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査（溶
接検査を除く。）をいう。 
二 「使用検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第 2
項の検査（同項第 2号に掲げる場合に受けるものに限る。）をいう。 
三 「使用再開検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようと
する者が受ける検査をいう。 
四 「溶接検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当
該溶接について受ける検査をいう。 
五 「落成検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等（移動式のものを除く。）を設置した者が受け
る検査をいう。 
六 「変更検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。 
七 「製造検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造
した者が受ける検査をいう。 
八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができ
る最大の荷重をいう。 
九 「積載荷重」とは、エレベーター（建設用リフトを除く。）又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作
業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。 

 
表 8 検査検定実施機関一覧（2020年 4月 22日現在） 

○登録製造時等検査機関 
名称 対象機械 有効期間 

一般社団法人日本ボイラ協会 ボイラー 
（※中部、近畿、香川及び愛媛検査
事務所） 
第一種圧力容器 
（※北海道、埼玉、関東、長野、静

令和 6 年 3 月 30 日 
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岡、中部、近畿、中四国、香川、
愛媛及び九州検査事務所） 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 第一種圧力容器 
（※宮城、埼玉、千葉及び東京事務
所） 

令和 5年 12月 24日 
 

伊藤一夫 ボイラー 
第一種圧力容器 

令和 5 年 4 月 9 日 

 
○登録性能検査機関 

名称 対象機械 有効期間 
損害保険ジャパン株式会社 ボイラー 

第一種圧力容器 
令和 6 年 3 月 30 日 

一般社団法人日本ボイラ協会 ボイラー 
第一種圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 ボイラー 
第一種圧力容器 
クレーン 
移動式クレーン 
エレベーター 
ゴンドラ 
 

令和 6 年 3 月 30 日 

一般社団法人日本クレーン協会 クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 

令和 6 年 3 月 30 日 
 

セイフティエンジニアリング株式会社 ゴンドラ 
エレベーター 

令和 7 年 3 月 23 日 

株式会社クレーン検査センター クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 

令和 5 年 8 月 5 日 

シマブンクレーン検査株式会社 クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 
 

令和 6 年 9 月 30 日 

 
○登録個別検定機関 
名称 対象機械 有効期間 
公益社団法人産業安全技術協会 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を 令和 6 年 3 月 30 日 
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練るロール機の急停止装置のうち
電気的制動方式のもの 

一般社団法人日本ボイラ協会 第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

エイチエスビージャパン株式会社 第二種圧力容器 令和 7 年 2 月 16 日 
 
○登録型式検定機関 
名称 対象機械 有効期間 
公益社団法人産業安全技術協会 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を

練るロール機の急停止装置のうち
電気的制動方式以外の制動方式の
もの 
プレス機械又はシャーの安全装置 
防爆構造電気機械器具 
木材加工用丸のこ盤の歯の接触予
防装置のうち可動式のもの 
動力により駆動されるプレス機械
のうちスライドによる危険を防止
するための機構を有するもの 
交流アーク溶接機用自動電撃防止
装置 
絶縁用保護具 
絶縁用防具 
保護帽 
防じんマスク 
防毒マスク 

令和 6 年 3 月 30 日 

電動ファン付き呼吸用保護具 令和 6年 11月 30日 
一般社団法人日本クレーン協会 クレーン又は移動式クレーンの過

負荷防止装置 
令和 6 年 3 月 30 日 

エヌ・シー・エス株式会社 防爆構造電気機械器具 令和 6 年 6 月 27 日 
Eurofins E＆E CML Limited 防爆構造電気機械器具 令和 4 年 2 月 6 日 
CSA GROUP TESTING UK LIMITED 防爆構造電気機械器具 令和 4年 10月 10日 
DEKRA Certification B.V. 防爆構造電気機械器具 令和 5 年 1 月 22 日 
 
○指定外国検査機関（List of Designated Foreign Testing Agencies） 
名称 対象機械 有効期間 
The Hartford Steam Boiler Inspection and 
Insurance Company 

ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 
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小型ボイラー 
小型圧力容器 

ABSG Consulting Inc. ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

Lloyd's Register Verification Limited ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

DEKRA Certification B.V. 防爆構造電気機械器具 令和 2 年 4 月 6 日 
～ 
令和 5 年 4 月 5 日 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 
移動式クレーン 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 
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